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本事業の概要 

 本事業の目的 

 今後の自立訓練の在り方を検討するため、障害種別等に応じて効果的に訓練を実現してい

る事例や宿泊型訓練を経て地域生活へ移行した事例、訓練の成果・達成度合いを測る評価指

標（アウトカム指標）の内容や評価方法等に関して、実態把握及び検証を行うことを目的と

した。 

 事業概要 

①先行研究調査（文献調査） 

 平成 30 年度先行研究の内容および文献調査を通じて、概要を確認し、自立訓練を適切に

評価するための、訓練の成果や達成度合いを図るための評価指標（アウトカム指標）につ

いて整理した。 

②先進事例調査（ヒアリング調査） 

  評価指標を導入してサービスを提供している自立訓練（機能訓練、生活訓練、宿泊型自

立訓練）事業所を対象とした調査を実施した。評価指標を活用して利用者の訓練の成果や

達成度合いを測定するための評価指標を活用している事業所を選定し、調査を実施した。 

調査対象：事業検討委員会等での意見を踏まえ、実施する自立訓練の種別（機能訓練、

生活訓練、宿泊型自立訓練）、主な対象者に偏りのないよう留意し、12 事業

所に調査を実施 

調査期間：2019 年 12 月から 2020 年 3 月まで 

調査項目：職員の状況（職員配置・職種・人数）、利用者の状況（障害種別、障害支援

区分、人数）、訓練の概要（訓練時間、日数、期間、主な内容）、事業所で

とらえている効果の考え方及びそれを測定するための尺度、評価指標の活用

方法 

 考察 

 両調査の結果から得られる以下の考察を示した。 

①利用者像に対応した訓練の実施 

機能訓練、生活訓練に共通して、受け入れる利用者像に応じて適切な訓練方法や評価

指標を選択することが、効果的な訓練の実施に向けて重要であると考えられる。また、

効果的な訓練を行うためには、同時に訓練を行うための知識や経験を備えた職員の育成

も重要となる。 

②評価指標の活用状況と個別支援計画への反映状況 

機能訓練事業所の殆どでは、理学療法と作業療法を中心とした運動・認知に関する多

数の評価指標によりアセスメントが実施されており、利用されている評価指標の多くは

当該分野では知られているものである。 



 

生活訓練における状態像や訓練効果の評価は、標準化された評価方法や数値管理が必

ずしも取り入れられているわけではないが、生活支援員の作成する個別支援計画を軸と

して訓練や評価が実施されているのが現状であると推測することができる。 

 

③評価指標導入によるメリット 

評価指標導入による効果は、利用者本人、事業所職員、退所後の地域の支援者、の三

者が、利用者の状態を理解しやすくなること、またそれにより効果的な支援ができるこ

とであり、利用者本人には大きなメリットであると言えることから、評価指標の導入が

進んでいない自立訓練の領域においては、今後、導入が検討されるべき。 

導入されるべき領域は、本調査で分類を試みたＩＣＦモデルのレベルでは、機能訓練、

生活訓練に共通して「活動」～「参加」の範囲であると考えられる。 

 

④評価指標導入に際した考慮事項 

評価指標が有用かつ事業所に使われるものとするためには、評価する内容に応じて求

められる専門性やかける時間と、利用が想定される事業所が持っている専門性等の要素

のバランスを考慮することが必要となると考えられる。 
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１．事業概要 

 本章では、本事業の目的、実施内容について記述する。 

 

（１）実施目的 

①背景 

 厚生労働省が実施する「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」において、障害福祉サ

ービス等の報酬改定に関連して示された今後の主な課題について、今後その実態やサービス

そのものの効果を測定し、次の報酬改定につなげていくことが示されている。また、介護分

野においても厚生労働省が実施している「科学的裏付けに基づく介護に係る検討会」の中で

検討されているように、根拠に基づく介護が必要であるとの問題意識のもと、効果測定尺度

や測定したデータのデータベース構築などについて議論が進められている。 

 障害福祉領域においても、科学的裏付けに基づく支援は重要なテーマとなっており、その

測定のために必要な評価指標の開発は急務となっている。しかし、障害福祉領域において、

十分な指標開発はなされておらず、支援効果の測定が十分でない状況となっている。 

 本事業の対象としている自立訓練は、一定の期間内に、障害の状況やニーズ等に応じた訓

練を提供し、障害者が望む生活を実現することを目的としたサービスであり、自立訓練を適

正に評価するためには、訓練の成果や達成度合いを測る評価指標（アウトカム指標）が必要

である。平成 30 年度障害者総合福祉推進事業において、千葉県千葉リハビリテーションセン

ターにより「自立訓練（機能訓練、生活訓練）の実態把握に関する調査（以下、「平成 30 年

度先行調査」という）」が実施されており、自立訓練（機能訓練、生活訓練、宿泊型生活訓

練）の事業所に対し、実際に行っている訓練の内容、対象者、評価手法等に関する調査が行

われている。 

 平成 30 年度先行調査では、障害の状況やニーズ等は多種多様であるとともに、各事業所が

活用している指標が統一されていない状況であることなどが明らかになった。すなわち、過

去、統一的な尺度開発が十分に行われてこなかったことが判明している。 

 

②目的 

 以上の背景のもと、本事業では特に自立訓練（機能訓練、生活訓練）に着目し、今後の自

立訓練の在り方を検討するため、障害種別等に応じて効果的に訓練を実現している事例や宿

泊型訓練を経て地域生活へ移行した事例、訓練の成果・達成度合いを測る評価指標（アウト

カム指標）の内容や評価方法等に関して、実態把握及び検証を行うことを目的として実施す

る。 

 また、その効果を測定するための方法についても検討し、参考例を提示する。 
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（２）実施内容 

 本事業は、有識者および自立支援事業者等から構成される事業検討委員会（以下、「検討

会」という）を設置し、以下に示す各事業を行った。 

①実施事業 

 検討委員会の他、「先行研究調査」および「先進事例調査」の２つの事業を実施した。 

 「先行研究調査」では、平成 30 年度先行研究の内容および文献調査を通じて、概要を確認

し、自立訓練を適切に評価するための、訓練の成果や達成度合いを図るための評価指標（ア

ウトカム指標）について整理した。先行調査や有識者の助言等も踏まえて、取りまとめを行

った。 

 「先進事例調査」では、評価指標を導入してサービスを提供している自立訓練（機能訓練、

生活訓練、宿泊型自立訓練）事業所を対象とした調査を実施した。評価指標を活用して利用

者の訓練の成果や達成度合いを測定するための評価指標を活用している事業所を選定し、事

業所の概要及び評価指標の活用状況についてヒアリングを行った。 

 

②実施体制 

ア．検討委員会 

 検討委員は以下のとおりであり、検討委員会委員長には吉永氏が就任した 

図表 1 検討委員会委員 
氏名 所属 

有野 哲章 社会福祉法人蒼渓会 理事長 

飯島 弥生 
茨城県リハビリテーション専門職協会地域包括ケア推進室 

室長補佐 

奥野 英子 
日本リハビリテーション連携科学学会 

社会リハビリテーション研究会 顧問 

香山 明美 東北文化学園大学 教授 

菊地 尚久 千葉県千葉リハビリテーションセンター 副センター長 

鈴木 智敦 名古屋市総合リハビリテーションセンター 自立支援局長 

立石 雅子 一般社団法人日本言語聴覚士協会 副会長 

吉永 勝訓 千葉県千葉リハビリテーションセンター センター長 

（50 音順 敬称略） 
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イ．オブザーバー及び事務局 

 オブザーバー及び事務局は以下のとおりである。 

図表 2 オブザーバー 
氏名 所属 

高橋 邦彦 
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課地域生

活支援推進室 室長補佐 

秋山 仁 
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 障害

福祉専門官 

吉野 智 
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 障害

福祉専門官 

 
図表 3 事務局 

氏名 所属 

東海林 崇 PwC コンサルティング合同会社 シニアマネージャー 

栗城 尚史 PwC コンサルティング合同会社 シニアアソシエイト 

一二三 達哉 PwC コンサルティング合同会社 アソシエイト 

 

ウ．検討委員会実施状況 

 検討委員会の実施状況は次のとおりである。 

図表 4 委員会実施状況 
回数 議事概要 

第１回 

2019 年 10 月 15 日 

 事業概要の説明 

 先行調査の概要 

 先行研究に関する調査結果報告 

 先進事例調査の選定及び調査設計 

第２回 

2020 年 2 月 10 日 

 先行事例調査結果の報告 

 報告書骨子案の検討 

第３回 

書面開催（2020 年 3 月 5

日～3 月 13 日） 

理由：新型コロナウイル

ス感染拡大防止のため 

 報告書案内容検討 
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（３）実施状況 

 （２）で示した各事業は、実施経過は以下のとおりである。 

図表 5 実施状況 
 事業実施状況 

令和元年 ６月 

 

先行研究調査 

     ７月 

 

 

     ８月 

 

 

     ９月 

 

 

     10 月 

 

・第１回検討委員会 

     11 月 

 

先進事例調査 

         12 月 

 

 

令和２年 １月 

 

 

     ２月 

 

・第２回検討委員会 

     ３月 

 

・第３回検討委員会 
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２．先行調査の概要 

 本章では、平成 30 年度障害者総合福祉推進事業において、千葉県千葉リハビリテーションセ

ンターが実施した「自立訓練（機能訓練、生活訓練）の実態把握に関する調査（以下、「平成

30 年度先行調査」という）」および関連する調査研究の内容について整理した。 

 

（１）平成 30 年度先行調査 

①事業目的と概要 

ア．平成 30 年度先行調査 事業目的 

 自立訓練（機能訓練、生活訓練）で現に行われているサービス内容や人員配置等の実態を

把握し、それぞれの事業において障害福祉サービスとして求められる役割を検討・整理する

ことを目的として実施された。 

 

イ．平成 30 年度先行調査 事業概要 

 平成 30 年度先行調査では、有識者 21 名による事業検討委員会（座長：吉永勝訓氏 千葉

県リハビリテーションセンター センター長）を設置し、４回の会議が実施された。また、

委員中７人により調査実施作業班会議が６回開催された。調査は、アンケート調査、ヒアリ

ング調査が実施されるとともに、事例収集も行われた。各調査の概要は以下のとおりである。 

図表 6 平成 30 年度先行調査 実施調査概要 
調査の種類 内容 

アンケート 

調査 

 調査対象 

全国の機能訓練事業所、生活訓練事業所、宿泊型自立訓練、基

準該当機能訓練、基準該当生活訓練、共生型機能訓練、共生型

生活訓練事業所 

 方法 

全調査対象事業所に対して、調査票を送付し回答を求めた（悉

皆調査）。 

 回答結果 

回収率 735 件/2,192 件（33.5%） 

 ※実施していない事業所、白票等を含む 

①法人調査票（全事業所対象）：回収数 537 件 

②事業別実施状況調査票（機能訓練）：回収数 65 件 

③事業別実施状況調査票（生活訓練）：回収数 321 件 

 調査内容 

【法人調査票】 

 法人の概要、自立訓練における重視点、課題、実施意向等、 

 法人としての事業実施についての考え方 
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【事業別実施状況調査票】 

 機能訓練、生活訓練の各事業所における訓練・支援の体制、 

 実施状況、利用者の状況、経営状況等 
ヒアリング 

調査 

 調査対象 

【事業所】 

 機能訓練単独事業所         ：３事業所 

 生活訓練単独事業所         ：４事業所 

 宿泊型生活訓練事業所        ：３事業所 

 宿泊型生活訓練単独事業所      ：２事業所 

 共生型生活訓練事業所・機能訓練事業所：２事業所 

 基準該当生活訓練・機能訓練事業所  ：３事業所 

 福祉センター            ：１事業所 

【当事者】 

 自立訓練を受ける当事者団体に属する方 

 調査内容 

【事業所】 

 各種プログラムの実施状況、関係機関との連携、 

 評価方法と指標、利用者像、終了後の生活拠点・活動場所 

 加算届出状況等 

【当事者】 

 事業の認知の状況、訓練の経験・結果、 

 利用までの相談・手続、医療機関との連携 

 社会復帰・社会参加のニーズ、訓練の周知方法等 

事例収集 自立訓練の対象として想定される障害種別や背景、利用目的などか

ら、11 パターンの事例を収集 

 

②まとめ及び提言 

 以上にて実施した調査結果を踏まえ、自立訓練に関する課題と提言がまとめられた。特に

支援面での提言では「客観性、信頼性を伴った評価指標を構築し客観的に効果を示せるよう

にすることが必要」とされた。 

図表 7 平成 30 年度先行調査 実施調査概要 
 課題 提言（取り組むべきこと） 

体制 

等 

 自立訓練事業の意義、必要性は認識

されているが事業単体での経営状態

が良くないところが多く、事業継続

に前向きでない事業所が出ている。 

 多岐にわたる自立訓練のプログラム

の展開や利用日数が少ない利用者で

もアセスメントや個別支援計画の作

成等の業務が生じることから、多数

の職員が必要となり、人件費がかか

る。 

 自立訓練の役割を明確にし、障害福

祉サービス固有のサービスとして明

示する。医療や介護、福祉システム

に組み込んだイメージを作ること 

 期限については、利用者に合わせた

柔軟性を持たせた運用ができるよう

にすること 

 利用実態に合わせた職員・専門職の

配置基準及び報酬上の評価の見直し 

 地域ごとの利用ニーズや提供状況の

実態把握 
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 また、都道府県ごとの事業所数に大

きな差があり、提供体制の地域格差

がある。 

支援 

面 

 職業リハビリテーションも就業前訓

練を中心に行われていたが、少な

い。 

 自立訓練の成果は表れており、地域

生活や就労に向けての役割を果たし

ていたが、一般的な効果指標がない

ために客観的に効果を示せていな

い。 

 地域への移行実績、利用終了後の生

活状況等も効果指標となりうるた

め、利用中の状況のみで効果を示す

ことの難しさもある。 

 自立訓練事業の役割が、「有期限の

中で利用者が地域において自立した

日常生活や社会生活を営み、主体的

に社会参加するために社会リハビリ

テーションを中心とした支援を提供

することである」と明確に示すこと 

 外部にも伝えていける客観性、信頼

性を持った評価指標を構築し客観的

に効果を示せるようにすること 

基準 

該当 

共生 

型 

 介護保険を母体として障害福祉サー

ビスを薄く広く実施。年齢や障害種

別にとらわれず支援ができているた

め、社会資源が少ない地域の受け皿

になっている。 

 職員体制が十分とれず運営には苦慮

している。 

 同じ自立訓練でも支援の実態が異な

るという観点からの基準該当事業所

の運用面の検討 

 指定事業所には、基準該当事業所等

の「技術的支援」の役割があるた

め、指定事業所からの技術的支援や

連携の在り方、報酬上の評価の検討 

訪問 

訓練 

 職員体制の問題等から十分実施でき

ていないものの、引きこもり支援

等、訪問訓練の必要性を感じている

事業所は一定数ある 

 訪問訓練については、有効性や効果

について更に調査し、実施しやすい

体制等についての検討が必要 

 

③効果測定について 

 本節では、平成 30 年度先行調査において実施したアンケートのうち、効果測定に関連する

部分を抜粋して、そのポイントを記載する。 

 自立訓練の効果の評価について、機能訓練事業所の 77.1％が「評価している」としたが、

回答事業所の多くを占める生活訓練事業所では「評価している」との回答は 30.0％にとどま

った。また、「評価している」と回答した事業所のうち、「広く利用されている評価指標を

使っている」とした事業所は機能訓練では 64.1％、生活訓練では 38.3％であり、活用してい

る評価指標は、下表のとおりであった。一方、「事業所独自の評価指標を使っている」とし

た事業所は機能訓練では 35.9％、生活訓練では 50.0％であった。 

 すなわち、機能訓練と生活訓練では効果の評価の実施状況に差異があり、また、評価を実

施していたしても、活用している評価指標には違いがあることが確認された。 
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図表 8 自立訓練の効果の評価実施状況 

 

図表 9 事業所が活用している評価指標 

指標の分類 指標名 回答数 

公的指標   要介護度 1 

アウトカム 
評価 

回復期 FIM 18 

介護保険 BI 14 

運動機能評価 

運動機能評価 26 

歩行能力評価 15 

Br-stage 3 

SARA 1 
認知機能評価 
  

認知機能評価 37 

一般的評価   体力測定 10 

    健康チェック 3 

IADL・社会生活力1等 

生活空間での活動度指標 1 

就労移行支援のためのチェックリスト 1 

FAI 1 

SF36 1 

その他評価 神経学的検査 12 脳神経テスト 1 
    個別支援計画書 9 
  リスク 転倒転落アセスメントシート 1 

                                                 
1 「『社会生活力』とは整理すると、以下の通りである。①障害のある方が、自分の障害を正しく理解す

る。②自分でできることを増やす。（リハビリテーション）③リハビリテーションによって、自分の能

力を高めるが、残された障害については、様々なサービスを権利として活用する。④足りないサービス

の整備・拡充を要求する。⑤支援（ボランティアなど）を依頼できる。⑥地域の人たち、職場の人たち

と好い人間関係を築ける。⑦主体的、自主的に、楽しく、充実した生活ができる。⑧障害について、一

般市民の理解を高める」 

財団法人日本障害者リハビリテーション協会,『厚生労働省平成 22 年度障害者総合福祉推進事業 知的障

害者・精神障害者等の地域生活を目指した日常生活のスキルアップのための支援の標準化に関する調査

と支援モデル事例集作成事業』,2011 年,p117 



9 

 

（２）先行研究 

 平成 30 年度先行調査の他、「日常生活または社会生活を営むための機能・能力の向上」と

いう障害者総合支援法に定められた理念・目的に即していると考えられる効果（達成度）測

定指標のリハビリテーション・訓練への導入に係る学術論文を収集した。 

 

①先行研究調査の実施概要 

 先行研究について、国内の論文データベースにて、リハビリテーションや訓練における効

果指標の導入に関する論文を検索の上、参考となる論文収集を以下のとおり行った。 

図表 10 先行研究調査の実施方法 

 内容 

方法 

 J-Stage、CiNii 等で指標名や「障害」「訓練」「リハビリテーショ

ン」「指標」といった単語を組み合わせて検索を行い、該当し論文

の概要を縦覧。本調査研究の参考となる論文を抽出。 

 このうち、国立国会図書館に所蔵されている者は掲載書面で閲覧

し、内容の要約を行う 

調査対象 

 国内の研究論文（学会での発表・事例報告を除く） 

 訓練やリハビリテーションの現場に効果指標を導入することを検討

している論文だけでなく、プログラムや訓練手法の実践研究に際

し、指標等を用いている例も含めて調査を行った。 

収集論文 

以下の論文について収集した 

 南貴博,折戸真由美,川合外志夫,玉田加代子(2002)「精神障害者社会

生活評価尺度を指標としたグループアプローチの有効性の検討--服

薬自己管理者の増加を目指して」,日本精神科看護学会誌 45 号 

 今橋久美子,深津玲子,小田島明,小松原正道,四ノ宮美恵子,江藤文夫

(2014)「障害福祉サービス利用者のクオリティ・オブ・ライフに関

する研究 : QOL 得点による訓練等給付サービス効果判定の試み」,国

立障害者リハビリテーションセンター研究紀要 34 号 

 鈴木英世(2009)「統合失調症の日常生活や障害認識に対する心理教

育と社会生活技能訓練の効果」,精神障害とリハビリテーション 13

巻 

 岡村陽子,大塚恵美子(2010)「社会的行動障害の改善を目的とした

SST グループ訓練」,高次脳機能研究 30 巻 1 号 

 後藤貴浩(2017)「行動療法によって移乗動作が改善した高次脳機能

障害例」,行動療法研究 43 巻 2 号 

 奥野英子(2013)「連載 社会生活力プログラムの実際 社会生活力プ

ログラムの具体的実践」,総合リハビリテーション 41 巻 12 号 
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②調査結果・まとめ 

 先行研究を整理すると以下のような効果指標を活用されていることが確認された。各指標

の概要は以下のとおり。 

ア．日常生活動作2（ADL：Activities of Daily Living）を評価するもの3 

・機能的自立度評価法（ＦＩＭ） 

食事や移動などの“運動ＡＤＬ”13 項目と“認知ＡＤＬ”5 項目について、各項目７

段階（１～７点）で評価。１点が介護時間 1.6 分と設定されており、介護負担の評価が

可能。 

・Barthel Index（ＢＩ、バーセルインデックス） 

食事・移動・整容・トイレ・入浴・歩行・階段・着替え・排便・排尿の 10 項目につい

て、不能から自立までの 2～4 段階に分けて評価 

・Katz Index（カッツインデックス） 

入浴、更衣、トイレの使用、移動、排尿・排便、食事の 6 つの領域に関して自立・介

助の関係より、A から G までの 7 段階の自立指標にて総合判定 

 

イ．手段的日常生活動作（IADL：Instrumental ADL）を評価するもの 

・ＦＡＩ（Frenchay Activities Index） 

日常生活における応用的な活動や社会生活における活動の中から 15 項目（食事の用意，

食事の後片付け、洗濯、掃除や整頓、力仕事、買い物、外出、屋外歩行、趣味、交通手

段の利用、旅行、庭仕事、家や車の手入れ、読書、勤労）を評価対象とし、面接調査に

て、3 か月間または 6 か月間の活動頻度に応じてそれぞれの項目を 0～3 点に評価。評価

値の合計点は、0（非活動的）～45（活動的）の範囲。 

・Lawton（ロートン）の尺度 

電話・買い物･食事の準備・家事・洗濯・交通手段・服薬管理・財産管理の 8 項目につ

いて 3～5 段階で評価 

 

                                                 
2 日常生活を送るために最低限必要な日常的動作で、「起居動作･移乗･移動･食事･更衣･排泄･入浴･整

容」を指す。 
3 令和 2 年度診療報酬改定において、『疾患別リハビリテーションの実施に当たり作成する「リハビリテ

ーション実施計画」の位置付けを明確化する』とされており、具体的には「リハビリテーション実施計

画書の記載事項のうち、ADL 項目として BI 又は FIM のいずれかを用いるようにする」と示されている。 

厚生労働省「令和 2 年度診療報酬改定について」第２ 改定の概要 1.個別改定項目について p.212 

https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000601838.pdf  （最終閲覧日 2020 年 3 月 28 日） 
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・老研式活動能力指標 

バスや電車の利用、買い物、食事の用意、請求書の支払い、預金・貯金の出し入れ、

書類記入、新聞を読む、本や雑誌を読む、健康についての関心、友人宅への訪問、相談

に乗る、お見舞いに行く、若い人に話しかける、の 13 項目の質問について、はい・いい

えで答え、合計点数で評価 

 

ウ．精神障害者の生活能力・社会能力等を対象に評価するもの 

・機能の全体評定尺度（GAF: Global Assessment of Functional scale） 

精神症状、社会的機能、職業的機能全般を 100 点満点で評価。身体的（または環境的）

制約による機能の障害は含めない。 

・社会的職業的機能評定尺度 

(SOFAS: Social and Occupational Functioning Assessment Scale) 

GAFのうち、社会的機能、職業的機能全般のみを100点満点で評価。社会機能に着目し

た評価が可能。 

・精神障害者社会生活評価尺度（LASMI：Life Assessment Scale for the Mentally Ill) 

「日常生活」（12 項目）、「対人関係」（13 項目）、「労働または課題の遂行」（10

項目）、「持続性・安定性」（2 項目）、「自己認識」（3 項目）で構成され、各項目は

４段階で評定される。点数が高いほど機能が低いと判定される。 

・精神科リハビリテーション行動評価尺度（REHAB） 

精神科リハビリテーションの効果を判定する、多目的の行動評定尺度。精神病院、デ

イケア、長期の入院病棟など、1 週間以上にわたって対象者を覿察できる施設において、

23 項目の評定からなる評価用紙に、対象者の「逸脱行動」「全般行動」を記入して評価

する。 

 

エ．QOL（Quality of Life）を評価するもの 

WHOが開発したQOLの調査票では、「身体的領域」「心理的領域」「自立のレベル」「社会

的関係」「生活環境」「精神性/宗教/信念」があり、それらの領域の下に下位項目がある。 

・ＳＦ-８（Medical Outcome Study 8-Item ShortForm Health Survey) 

健康関連の生活の質を測定する尺度であり、「全般的にみて、過去１ヵ月間のあなた

の健康状態はいかがでしたか」「過去１ヵ月間に、体の痛みはどのくらいありましたか」

などの８項目からなる自記式評価尺度。５段階で評定され、点数が高いほど、QOL が高

いと判断される。 
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・ＳＦ-36（Medical Outcome Study 36-Item ShortForm Health Survey) 

身体的健康（身体機能、日常役割機能、体の痛み、全体的健康感）と精神的健康（活

力、社会生活機能、日常役割機能、心の健康）を軸に、特定の疾患に限定しない健康に

ついての共通概念的な 36 項目の質問で健康関連 QOL を測定するもの。 

・ＳＦ-12（Medical Outcome Study 12-Item ShortForm Health Survey) 

SF-36 の簡略版で、36 項目のうち 12 項目を抜き出したもの。 

・生活空間での活動度指標（LSA:Life-Space Assessment） 

個人の生活の空間的な広がりにおける移動を評価する指標。自分の住居から出かけた

距離および頻度、自立の程度等を調査し、評価実施前の１か月間における個人の通常の

移動パターンを明らかにする。 

 

オ．疾患の程度、状態、身体機能や認知機能を評価するもの 

・ブルンストローム・ステージ（Brunnstrom stage） 

片麻痺の回復過程をステージ化した評価法。ステージⅠ～Ⅵまであり、上肢・下肢・

手指で評価 

・SARA（Scale for the Assessment and Rating of Ataxia） 

脊髄小脳変性による失調の状態を歩行，立位，坐位，言語障害，指追い試験，指鼻試

験，大腿部での手首の回内・回外運動，膝踵試験の８項目で評価する 

・陽性・陰性症状評価尺度（PANSS:Positive and Negative Syndrome Scale） 

主として統合失調症の精神状態を全般的に把握することを目的として作成された評価

尺度。陽性尺度 7 項目，陰性尺度 7 項目，それに総合精神病理尺度 16 項目からなる 30

項目で構成されている。 

・関節可動域測定（ROM-T:Range of Motion Test) 

四肢の関節の可動域を測定するもの。 

・徒手筋力検査（MMT:Manual Muscle Test） 

身体の主要な筋肉の筋力低下を徒手で判定するもの。 

・ＢＢＳ（Berg Balance Scale） 

14項目からなる身体の総合的なバランス能力を図る指標。※FBS（Functional Balance 

Scale）とも呼ばれる 
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（３）調査結果 

 本節では、平成 30 年度先行調査及び先行研究で使用されていた指標を、その測定内容から

分類を行う。分類にあたっては、世界保健機関（WHO）が発表している、人間の生活機能と障

害の分類法である ICF（International Classification of Functioning, Disability and 

Health：国際生活機能分類）4モデルに沿って、以下の通り整理した。 

図表 11 ICF モデルに基づく各指標の整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その結果、先行調査・先行研究で使用されていた評価指標のうち、多くが心身機能・構造

に関連する形で分類され、さらに先行研究で 10 以上の事業所が活用していた評価指標では、

全てが心身機能・構造に関連したものとなった。このことから、自立訓練においては、心身

機能・構造面で広く利用されている評価指標が多いということが言える。 

                                                 
4 人間の生活機能と障害について「心身機能・身体構造」「活動」「参加」の３つの次元及び「環境因

子」等の影響を及ぼす因子で構成されており、約 1,500 項目に分類されている。 

なお、「ICF の中から選択された複数のカテゴリーの組み合わせ」である、ICF コアセットも ICF の利用

を促進するために開発されている。 

厚生労働省『「国際生活機能分類－国際障害分類改訂版－」（日本語版）の厚生労働省ホームページ掲

載について』 https://www.mhlw.go.jp/houdou/2002/08/h0805-1.html（最終閲覧日 2020 年 3 月 28

日） 

山田深「ICF コアセットマニュアル日本語版翻訳にあたって」、『The Japanese Journal of 

Rehabilitation Medicine』2016、Vol.53 No.9 p676 
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一方、活動、参加面での評価指標は、心身機能・構造に比べると少なく、また、先行研究

において多数の事業所が使用していると言える評価指標もなかった。本調査の範囲では、活

動、参加面で広く利用されると言える評価指標は確認できず、そのため当該領域における評

価指標は各事業所が既存または独自のものを用いているということが推測される。 

以上の調査結果を踏まえ、本調査事業では、これらの評価指標が実務上どのように運用さ

れているか深堀して見るとともに、利用者の活動、参加を目指す自立訓練事業所がどのよう

な評価指標を用いて訓練を実施しているかも考慮して進める。
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３．先進事例調査 

 先行事例調査は、評価指標を導入する等、自立訓練（機能訓練、生活訓練、宿泊型自立訓

練）サービスを計画的、効果的に提供していることが想定される事業所を対象にヒアリング調

査を実施した。 

 

（１）調査概要 

 調査は事業所の概要及び評価指標の活用状況について明らかにする「事業所調査」と利用者

の支援内容と評価指標の変遷状況について確認する「利用者調査」の２種類の実施を想定し

た。「利用者調査」では利用者の訓練に応じて評価指標の値が明らかに変化している部分につ

いて、その要因をケース記録等と照らし合わせて確認できると仮定していたものの、本事例調

査からは評価指標の値が明らかに変化している部分を見出すことは難しかった。 

調査では、評価指標の使われ方として、インテークやアセスメント時といった情報が少ない

タイミングで、多職種連携のために、職員間で共通理解が必要な場面で使われている事業所が

多かった。評価指標を活用したアセスメントの結果を踏まえて、個別支援計画を作成し、計画

的なプログラムを提供するという一連の流れで訓練が実施されていた。 

 以上の評価指標の活用状況から、ケース調査は実施せず、その代わりに独自に活用されてい

る評価指標がある場合にはその活用方法について、事業所に追加ヒアリングすることとした。

特に過去の実践例を踏まえ、有効に活用するための見解等について確認することとした。 

 

①調査内容 

先進事例調査の概要は以下のとおりである。 

図表 12 調査概要 

 事業所調査 

回答方法 聞き取り調査 

調査期間 2019 年 12 月から 2020 年 3 月までの期間に実施 

調査 

項目 

 職員の状況（職員配置・職種・人数）、利用者の状況（障害種別、障害

支援区分、人数） 

 訓練の概要（訓練時間、日数、期間、主な内容） 

 事業所でとらえている効果の考え方及びそれを測定するための尺度 

 評価指標の活用方法（追加調査） 

調査 

方法 

 事業所職員に対する聞き取り調査を行った。なお、調査対象者には、事

前に調査項目を送付するとともに、電話にて事前に内容を確認した上で

調査を実施した。 
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②調査対象事業所 

委員会等での意見を踏まえ、実施する自立訓練の種別、主な対象者に偏りのないよう留意

し、以下の 12 事業所に調査を実施した。 

図表 13 調査対象事業所の概要（調査実施順） 

No. 事業所名 法人名 所在地 実施する自立

訓練の種別 

主な対象者 

1 千葉県千葉リハビ

リテーションセン

ター 更生園 

社会福祉法人千葉

県身体障害者福祉

事業団 

千葉県 

千葉市 

機能訓練 
生活訓練 

身体障害者 
高次脳機能

障害者 

2 コン 一般社団法人スタ

ーアドバンス 

千葉県 

船橋市 

生活訓練 精神障害者 

3 自立サポートセン

ター 歩 

社会福祉法人白根

学園 

神 奈 川 県

横浜市 

宿泊型自立訓

練 

知的障害者 

4 横浜市総合保健医

療センター 

ハイツかもめ 

公益財団法人横浜

市総合保健医療財

団 

神 奈 川 県

横浜市 

宿泊型自立訓

練 生活訓練 

精神障害者 

5 名古屋市総合リハ

ビリテーションセ

ンター 

社会福祉法人名古

屋市総合リハビリ

テーション事業団 

愛知県 

名古屋市 

機能訓練 身体障害者 
高次脳機能

障害者 

6 国立障害者リハビ

リテーションセン

ター 

（国立施設） 埼玉県 

所沢市 

機能訓練 
生活訓練 

視覚障害者 

身体障害者 
高次脳機能

障害者 

7 横浜市総合リハビ

リテーションセン

ター 

社会福祉法人横浜

市リハビリテーシ

ョン事業団 

神 奈 川 県

横浜市 

機能訓練 身体障害者 

8 かがわ総合リハビ

リテーションセン

ター成人支援施設 

社会福祉法人かが

わ総合リハビリテ

ーション事業団 

香川県 

高松市 

機能訓練 
生活訓練 

身体障害者 
高次脳機能

障害者 

9 田浦障害者地域リ

ハビリセンター 

社会福祉法人横須

賀基督教社会館 

神 奈 川 県

横須賀市 

機能訓練 身体障害者 

10 エンラボカレッジ 

横浜関内 

株式会社エンラボ 神 奈 川 県

横浜市 

生活訓練 発達障害者 

11 京都府聴覚言語障

害センター 

障害者支援センタ

ー「みなみかぜ」 

社会福祉法人京都

聴覚言語障害者福

祉協会 

京都府 

城陽市 

機能訓練 聴覚障害者 

12 アクティビティサ

ポートセンター 

ゆい 

特定非営利活動法

人ヒーライトねっ

と 

東京都 

江戸川区 生活訓練 精神障害者 
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（２）調査結果 

12 事業所にヒアリングを行った結果の概要は下記の通りであった。 

なお、職員配置については、管理者、サービス管理責任者については各事業所に少なくとも

１人は配置されていることから本表からの記載からは除いており、常勤職員数のみ記載として

いる。また、併設の診療所や施設入所支援施設等と一体的に運営されている事業所は、当該併

設事業所に係る人員配置も含めて記載している場合がある。 

ヒアリング結果を適宜抜粋、要約して記載しているため、ヒアリング内容の詳細については、

資料編のヒアリング録を参照されたい。 
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図表 14 ヒアリング調査の結果概要 

番号 １ 

調査対象 
千葉リハビリテーションセンター更生園（社会福祉法人千葉県身体障害者福祉

事業団） 

訓練種別 ①機能訓練 ②生活訓練 

定員 ①36 人 ②10 人 

職員配置 

(常勤のみ、

兼務含む) 

看護職員１、理学療法士１、作業療法士１、生活支援員 16（うち社会福祉士

11、介護福祉士８、精神保健福祉士２、公認心理師又は臨床心理士３）、その

他５ 

職員配置と

人材育成 

・利用者のケースワーク担当には５年以上の経験がある中堅の生活支援員が付

く 

・セラピストは入職５年以上の職員が専任として配置される。 

・内部研修は年間 12 回。緊急時対応など全体的な内容が多く、プログラムに

関しては１～２回実施。プログラム支援に関わる担当班を配置している。 

・外部研修としては、各専門職学会を始め、研究大会に年間 10 名前後派遣 

利用者像 主な障害：機能訓練…身体障害、生活訓練…精神障害 

特徴的な対象者：生活訓練は高次脳機能障害に特化。片麻痺、失語の利用者も

多い。回復期リハの入院期間を終えた人が多い。 

通所・入所の状況：利用者の約 9 割が施設入所支援事業を併用 

平均利用期間：約 12 か月 

利用終了後：機能訓練の利用者は復職、福祉的就労、就労移行支援事業への移

行が多い。生活訓練の利用者は復職、就労移行支援、新規の就労への移行とな

ることが多い 

訓練の内容 実施訓練（主に集団）：理学療法訓練、作業療法訓練、心理プログラム、社会

生活力プログラム、福祉に関する学習、パソコン、リハビリスポーツ、受注

プログラム、健康増進プログラム 

実施訓練（主に個別）：調理訓練、外出訓練、ADL 訓練、IADL 訓練 

提供頻度：１日 5 コマ週 25 コマの訓練を提供。午前はグループ、午後は個人 

その他特徴：クラフト、手芸、書道など曜日ごとに違うプログラムを実施 

状態像や訓

練効果の評

価に用いる

指標 

・理学療法士、作業療法士が用いる身体機能・認知機能の評価指標を多数活用 

・生活支援員は独自開発した指標も利用。社会生活力評価、就労移行のための

チェックリストなど 

指標活用の

経緯、得ら

れる効果 

・期限の中で利用者ニーズに近いステップまで持って行けるよう、適切な目標

を設定するためにアセスメントツールが必要 

・安全で安定した地域移行への意識が高まるなど、社会生活力の変化が見られ

る。 

計画的な訓

練や、指標

活用に際し

ての課題 

・利用者は機能向上という段階ではないため、応用力がつくかを見ている 

・生活訓練では自分の障害の理解、リスク回避ができるようになったか、どれ

だけ本人に自信がついたかなどを大事にしている。反映される指標がないの

が課題 

・生活訓練は就労移行支援事業のように一般就労といった明確なゴールが見え

ている事業ではないので、特に目標設定が難しい。 
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番号 ２ 

調査対象 コン（一般社団法人スターアドバンス） 

訓練種別 生活訓練 

定員 14 人 

職員配置 

(常勤のみ、

兼務含む) 

生活支援員４ 

職員配置と

人材育成 

・15年ほどの経験がある職員もいる。障害者雇用の当事者スタッフがおり、一

番長くて３年半勤務している 

・内部研修は様々なテーマをルーティンで回している 

・外部研修としてはセミナーやプログラムに関する研修に参加。障害者雇用の

当事者として講師として呼ばれることもある。外部イベントに参加して事業

所外の方とつながる、仕事ぶりを見てもらう機会にもしている。 

利用者像 主な障害：精神障害 

特徴的な対象者：発達障害、長期入院者、引きこもり、生活リズムが崩れた人

など、多様 

通所・入所の状況：訪問と通所の両方利用、訪問のみ、通所のみと、それぞれ

のタイプの利用者がいる。 

平均利用期間：24 か月 

利用終了後：就労継続支援 B 型事業所の利用につながることが多い 

訓練の内容 実施訓練（主に集団）：買い物、調理、清掃、社会生活力向上、社会人マナー

習得、パソコン操作など。  

実施訓練（主に個別）：基本的に集団で行うが、個別実施の希望があれば対応 

提供頻度：平日週５日 

その他特徴：在宅者には希望に応じ週１～２回訪問し、希望する内容を実施 

状態像や訓

練効果の評

価に用いる

指標 

・利用開始時、県共通のアセスメントツールを利用5 

・個別支援計画については、3 か月ごとの定期面談で変えるか、訪問から通所

に変えたい、働いてみたいといった変化が見られるときに見直しをしている 

計画的な訓

練や、指標

活用に際し

ての課題 

・利用者像が明確ではないため、全員に適合するような指標がなく、指標導入

に至っていない。利用者を類型化すれば、利用者像に応じて指標を設定する

ことは考えられると思う 

・当所の職員だと評価指標に関する理解のベースがない者もいるため、専門的

な指標を使うのは難しい。どんな人でも使える指標がないという点も導入が

難しい一因 
  

                                                 
5 千葉県 「【相談支援】サービス等利用計画書・障害児支援利用計画書の千葉県様式（例）及び事例

集」内「アセスメント票（ワード）」  

https://www.pref.chiba.lg.jp/shoji/jigyoushamuke/shienhou/service/soudan/index.html （最終閲

覧日 2020 年 3 月 28 日） 
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番号 ３ 

調査対象 自立サポートセンター 歩（社会福祉法人白根学園） 

訓練種別 宿泊型自立訓練 

定員 20 人 

職員配置 生活支援員６（うち社会福祉士１、介護福祉士１）、地域移行支援員１(常勤

のみ、兼務含む) 

職員配置と

人材育成 

・外部の研修、シンポジウムなどにはよく行っている。支援対象者の性質上、

必要な知識は児童福祉、教育、司法等と非常に幅広い。 

利用者像 主な障害：知的障害 

特徴的な対象者：児童養護施設等を出てすぐの、社会的養護性が高く、障害者

雇用等で就労した者が主で、18歳前後が多い。成育歴等からくる愛着形成不

全等によるものと思われる対人関係や社会性の課題を抱えており、「大人」

に対しての不信感を抱えている者も多い。身辺処理については概ね自立して

いる。 

通所・入所の状況：全員入所 

平均利用期間：24 か月 

利用終了後：一旦 GH を利用する者もいるが、多くは支援を受けながら一人暮

らしに移行していく。 

訓練の内容 実施訓練（主に集団）：講義やグループワークによる自己理解や自己対処法

や、日常生活の中での利用者同士によるグループ力学を利用しながら、各々

のアイデンティティーの確立(大人になっていくこと)に向けての働きかけ。 

実施訓練（主に個別）：金銭管理を始めとして、働くことも含めて一人の大人

として社会の中で暮らしていくために必要な、社会性を身に付けるための、

具体的な個々の支援と訓練。 

提供頻度：毎日 

その他特徴：利用者は日中、仕事でいないため、支援は夜間にできる範囲。 

状態像や訓

練効果の評

価に用いる

指標 

・乳幼児期、学童期の虐待や不適切な養育環境が、軽度の知的障害のある利用

者たちにどれくらい影響を及ぼしているのか、彼らの行動や思考はどこから

が「障害」によるものなのか、どこからが「虐待や不適切な養育環境」によ

るものなのか、あるいはどちらが強く影響しているものなのか、判断できる

ような指標や拠り所があると、支援の客観的な根拠になるのだが、当事業所

のような利用者支援に必要な状態像を把握するための総合的で客観的な指標

は、現在なし。現状では知能検査、職能判定、心理判定。を拠り所とするこ

とが多い。 

指標活用の

経緯、得ら

れる効果 

かつては特別支援学校等の卒業が見えてくるころに児童相談所や自治体の担当

部署が間に入って判定を受けてきていたが、現在は高校時代に社会性や心理面

での発達を見ないまま、手先の器用さや、指示を守れるか否かだけで就労させ

てしまう傾向にあり、社会人になって早々に仕事そのもの以外のところでドロ

ップアウトして、初めて上記の判定を申請し、知能・職能・心理のアンバラン

スさを知ることが多い。そこで改めて支援者と本人が得手不得手を知り結果を

受け入れられるよう支援し、支援計画を立て直すことができる。 

計画的な訓

練や、指標

・乳幼児期、学童期の虐待や不適切な養育環境が、軽度の知的障害のある利用

者たちにどれくらい影響を及ぼしているのか、彼らの行動や思考はどこから
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活用に際し

ての課題 

が「障害」によるものなのか、どこからが「虐待や不適切な養育環境」によ

るものなのか、あるいはどちらが強く影響しているものなのか、簡単にはわ

からないというのは重々承知しているが、その言動や風貌から沢山の誤解を

受けながら社会の中で「自立」を求められる彼らを支える際の根拠として、

心理学的、医学的な客観的な指標が欲しいと切望している。 

・社会人として自立へ向けて彼らなりにどれくらい成熟してきたか、=どれく

らい大人になれたかということに対しての数値での評価は難しい。（社会人

として社会の中で彼らなりに自立した日常生活を送れるようになるために、

日常生活を送ることのスキルと働くこと（働き続けること）のスキルを獲得

することへの支援を青年期の軽度の知的障害者には包括的に関わってていく

ことが必要で、旧法の知的障害者通勤寮としての機能はそこにあったと理解

している。） 

・養護施設等出身の子どもたちは、高校卒業と同時にまず住む場所を決めなけ

ればならないが、軽度の知的障害等があると、高校卒業後の進路として、就

職して「自立」か障害者の施設利用かの二択である。定型発達の子どもでさ

え何の後ろ盾もなく経済的にも精神的にも肉体的にも 18 歳で自立すること

は厳しい中で、発達に「遅れ(課題)」がある子供達を 18 歳で社会に放り出

すのは不条理である。発達に課題があるからこそ、せめて 23～25 歳くらい

（青年期の初期）まで丁寧に手と目をかけて「自立」を促すことができるよ

うな制度にならないものか。現行法は、その点において、社会的養護性の高

い、「軽度の知的障害」と括られてしまう人たちが大人として自立していく

過程を包括的に支援していくという視点に欠けていると思っている。 
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番号 ４ 

調査対象 

（法人） 

横浜市総合保健医療センター ハイツかもめ（公益財団法人横浜市総合保健医

療財団） 

訓練種別 ①生活訓練 ②宿泊型自立訓練 

定員 ①18 人 ②20 人 

職員配置 

(常勤のみ、

兼務含む) 

看護職員１、作業療法士１、生活支援員４（うち社会福祉士２、精神保健福祉

士４、公認心理師又は臨床心理士１）、地域移行支援員３ 

職員配置と

人材育成 

・職員は全員有資格者を配置。ベテランから新人まで幅広くおり、平均は約11

年 

・内部では、リカバリー研修や実践報告会等を行っている。その他、適宜所内

会議等を通して必要なテーマについて学んでいる。 

・外部では就労支援に関する研修や各種学会へ参加している。 
利用者像 主な障害：精神障害 

特徴的な対象者：長期入院者。在宅から利用を開始する人は、次のステップに

行く前の環境調整として使われることもある。 

通所・入所の状況：通所には通所のみの利用者も宿泊型自立訓練利用者もいる 

平均利用期間：平均 9～10 か月。最長でも１年とする運営方針をとっている 

利用終了後：単身生活やグループホームへの移行が多い。 

訓練の内容 実施訓練（主に集団）：体調管理、地域生活準備 

実施訓練（主に個別）：金銭管理、調理、掃除、洗濯、服薬管理、疾病自己管

理、社会資源利用 

提供頻度：週４日（集団訓練） 

その他特徴：できるだけ外出し、日常的な外出や社会的活動などの地域生活の

訓練を実施している。また、概ね 20 回のプログラム参加を通じて、現状の

評価を行うためのコース「ファーストステップ」も実施している。 

状態像や訓

練効果の評

価に用いる

指標 

・各職種で QOL26、GSES、LASMI を利用 

・作業療法士が OSAⅡ、OPHIⅡ、OQ、ACIS、MOHOST、AMPS を利用 

・独自指標として、個別計画訓練支援加算の算定上評価することとなっている

項目についてまとめた「個別支援計画別表」を使って評価を行い、個別支援

計画の根拠としている。 
指標活用の

経緯、得ら

れる効果 

・支援のポイントを地域の方に伝える際、客観的根拠が必要なため 

・ツールを通じて聞き取りをすると、本人と課題の共有や振り返りがしやすい 

・本人が何をしたいか、何に困っているかが客観的にわからないと、効果的な

支援チームが作れないため、評価指標を利用している 

・所内で支援方針を検討する際の検討材料とするため 

計画的な訓

練や、指標

活用に際し

ての課題 

・評価ツールを用いた聞き取りに時間がかかり、定期的に行えていない 

・生活訓練は、本人の自己評価がどこまで変化したかが重要。精神障害の支援

では、自己効力感、自信や主体性の回復、自分が尊重されている感覚を提供

することが必要になる 
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番号 ５ 

調査対象 

（法人） 

名古屋市総合リハビリテーションセンター（社会福祉法人名古屋市総合リハビ

リテーション事業団） 

訓練種別 機能訓練 

定員 51 人（生活支援課 41 人、視覚支援課 10 人） 

職員配置 

(常勤のみ、

兼務含む) 

【生活訓練課】看護職員２、理学療法士２、作業療法士２、生活支援員13（う

ち社会福祉士６、精神保健福祉士１）、臨床心理士１、 

【視覚支援課】生活支援員５（うち歩行訓練士３、社会福祉士２） 

職員配置と

人材育成 

・上記のほか、言語聴覚士も併設病院から派遣 

・職員の平均経験年数平は生活訓練課が約 8 年、視覚支援課では約 10 年 

・内部研修として法人全体の階層別研修、月１回程度の事例検討などを実施 

・外部研修では、相談支援専門員やケアマネジメントに関するものなどを受講 
利用者像 主な障害：身体障害 

特徴的な対象者：高次脳機能障害、視覚障害。回復期リハからの移行者が多い 

通所・入所の状況：通所のみの利用者もいる。施設入所支援事業利用者は多く

が機能訓練を利用。 

平均利用期間：生活支援課は６～７か月。視覚支援課は約 14 か月 

利用終了後：生活支援課では約半数が就労移行支援に移行。視覚支援課では参

加の場を見つけて家庭復帰することが多い 

訓練の内容 実施訓練（主に集団）：活動性等向上訓練（創作、運動、学習）、グループワ

ーク、理学療法、作業療法 

実施訓練（主に個別）：医学的リハ（言語療法、認知訓練）、日常生活動作訓

練（移動、介助浴、ADL 訓練）、手段的日常生活動作訓練（外出、調理、生

活実習室利用訓練）、職業前訓練、視覚支援課各訓練（歩行、ICT 等） 

提供頻度：生活支援課では 1 日 5 コマ、週 25 コマ。視覚支援課では週 5 日 

その他特徴：活動の振り返りとして「訓練ノート」を利用者全員が記入する。

職員側も訓練でのミスや遅刻の有無などをチェックする。 
状態像や訓

練効果の評

価に用いる

指標 

・生活支援課では理学療法士、作業療法士が用いる身体機能・認知機能の評価

指標を多数活用している。言語聴覚士、臨床心理士も同様。生活支援員は生

活面に関する新しい評価指標を試行している。 

・視覚支援課では生活状況や困りごとについて、本人の希望も含め聞き取る、

独自のアセスメントシートを利用して取り組むべき課題を設定している 

・眼科の診断を参考にしつつ、視覚以外の状態像もつかみ、支援方針を決定 

指標活用の

経緯、得ら

れる効果 

・職種を超えて状態像に関する理解が共有できる。多職種での話し合いによっ

て客観性がより高い支援ができるようになる。また、取り組むべきことが明

らかになるため、対応した訓練を組み立てられるようになる 

・視覚訓練課には、どのようなリハが受けられ、どう生活が変わるかわからな

い利用者もほとんどである。そのため、本人の希望や訴えからはまだ見えて

いないリアルニーズをとらえるのに役立っている。 
計画的な訓

練や、指標

活用に際し

ての課題 

・生活訓練課では、本人のやりたい訓練と、評価によってやるべきと判断され

る訓練が一致しないことがある点。一致すれば一番良いが、自立訓練は本人

の認識と客観を合わせていくものなので、一致しないことが多い 

・視覚支援課のアセスメントシートを使った聞き取りには、熟達が必要 
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番号 ６ 

調査対象 国立障害者リハビリテーションセンター 

訓練種別 ①機能訓練 ②生活訓練 

定員 ①110 人（視覚 20 人、肢体 90 人） ②生活訓練 30 人、 

職員配置 

(常勤のみ、

兼務含む) 

【視覚機能訓練課】機能訓練専門職５、歩行訓練士８、社会福祉士７、精神保

健福祉士２、公認心理師１、歩行訓練士１ 

【生活訓練課】生活訓練専門職２、生活訓練員１、精神障害者社会復帰指導専

門職１、作業療法士３、自立訓練講師３、社会福祉士４、精神保健福祉士３、

公認心理師１、 

【肢体機能訓練課】機能訓練専門職４、理学療法士３、作業療法士４、運動療

法士１、介護福祉士 21 

職員配置と

人材育成 

・５年以上の勤務者がほとんどである 

・研修講師をしている職員も複数いるため、内部で育成する体制は整っている 

・課ごとに利用対象に合わせた研修を実施 

【視覚機能訓練課】歩行訓練士養成に係る歩行技術研修、Low Vision 研修会 

【生活訓練課】課内では高次脳機能障害者の理解、支援等、神経心理学的検査

の内容や結果の見方などについて年 8 回実施 

【肢体機能訓練課】頸髄損傷者に対するリハビリテーション研修会、内部モニ

タリング結果に基づく研修会 

利用者像 主な障害：身体障害、精神障害 

特徴的な対象者：視覚障害、高次脳機能障害、重度肢体不自由 

通所・入所の状況：およそ半数以上の人が施設入所支援を利用して入寮し、そ

の他は通所利用している。 

平均利用期間：視覚機能訓練５か月、生活訓練８～９か月、肢体機能訓練 12

か月 

利用終了後：機能訓練は家庭復帰が多く、生活訓練は就労移行支援への移行や

職場復帰が多い。 

訓練の内容 各課で利用対象により異なるプログラムを実施している。 

【視覚機能訓練】歩行訓練、パソコン訓練、点字訓練 など 

【生活訓練】スケジュール管理、日常生活訓練、園芸訓練 など 

【肢体機能訓練】理学療法、作業療法、職能訓練、自動車訓練 など 

状態像や訓

練効果の評

価に用いる

指標 

・理学療法士、作業療法士が用いる身体機能・認知機能の評価指標を多数活用 

・各サービスにおいて、当所で独自作成した「日常生活活動評価表」を適宜活

用して、日常生活動作の状況を確認している 

指標活用の

経緯、得ら

れる効果 

・様々な評価指標を活用することで、支援を必要としている利用者へのより正

確で効果的なアプローチ（支援及び訓練等）を検討し、実践することが可能

となる。 
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計画的な訓

練や、指標

活用に際し

ての課題 

・生活訓練では利用期間が平均で 9 か月余あることから、この間の利用者本人

の健康状況、家族等の状況により、目標及び支援内容の変更が生じることが

ある 
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番号 ７ 

調査対象 
横浜市総合リハビリテーションセンター（社会福祉法人横浜市リハビリテーシ

ョン事業団） 

訓練種別 機能訓練 

定員 36 人 

職員配置 

(常勤のみ、

兼務含む) 

看護職員１、理学療法士５、作業療法士４、生活支援員９（うち社会福祉士

７、精神保健福祉士４）、医師１、栄養士１ 

職員配置と

人材育成 

・人事異動の都合で、部署での経験は１～８年ほど 

・生活支援員については、経験年数が多い職員が経験の少ない職員にノウハウ

を伝えられるように、１人の利用者に主担当と副担当が付く 

・課内で週１回は利用者について検討会を開催し、研修の機会としている 

・センター全体として、年間１５～２０本の全体研修を行っている。 

利用者像 主な障害：身体障害 

特徴的な対象者：高次脳機能障害、回復期リハから移行の入所希望者が多い。 

通所・入所の状況：施設入所支援事業の入所者の日中活動はほぼ全員が当所の

機能訓練。通所には入所者のほかにも利用者がいる。 

平均利用期間：６か月 

利用終了後：退所者の約半分が就労移行支援にステップアップする 

訓練の内容 実施訓練（主に集団）：以下のプログラムを数人で行うこともある。 

実施訓練（主に個別）：歩行、入浴、服薬管理、パソコン訓練、買物訓練、交

通機関訓練、家事、金銭管理 

提供頻度：週 5 日開講 

その他特徴：各プログラムでワークシートを作成しており、難易度や訓練での

ポイント、感想を記入してもらうことで振り返りをしている 

状態像や訓

練効果の評

価に用いる

指標 

・入所時に全員を対象に独自作成の「社会生活力アンケート」を担当職員の聞

き取りにて実施。現在の生活状況やできることの認識、生活の希望について

確認している。このアンケートで把握される課題を抽出し、個別支援計画を

立て訓練を進める。 

・生活支援員が実施する訓練結果の評価には、独自作成の「個別評価記録」を

用いている。自己評価と担当者所見が書けるようになっている。 

指標活用の

経緯、得ら

れる効果 

・支援方針の変更や機関の見直し、または 3 か月に 1 回の個別支援計画の見直

しの際に実施するカンファレンス時、評価指標の数値は参考にはしている。

本人のやりたいこと、その時点でできていること、生活支援員が見ている生

活面での状況を総合的に見て、チームで相談の上、方針を決めている 

計画的な訓

練や、指標

活用に際し

ての課題 

・職員の支援経験の蓄積により、状態像に対する評価と、評価に基づく計画的

な訓練がなされているのが現状。その経験知が明文化されて残っているわけ

ではないのが、計画的な訓練を実施していく上での課題 
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番号 ８ 

調査対象 
かがわ総合リハビリテーションセンター（社会福祉法人 かがわ総合リハビリ

テーション事業団） 

訓練種別 ①機能訓練 ②生活訓練 

定員 ①36 人 ②20 人 

職員配置 理学療法士２、作業療法士２、介護福祉士２、社会福祉士３、生活支援員４、

公認心理師２、看護職員２(常勤のみ、兼務含む) 

職員配置と

人材育成 

・経験年数が長い職員が比較的多い。 

・日常の指導やスーパービジョンによる育成が中心となっているが、個別支援

計画の作成・修正、評価会議なども人材育成の場として活用している。 

・外部研修への参加、施設内で制度理解や対人援助に関する様々な研修を定期

的に実施している。また、グループプログラムの多い中で、グループワーク

に関する研修も実施した。 

・支援計画の立案、評価手法の取得等は、外部研修や先進施設の視察等の他、

支援の中での検証やプロジェクトチームを立ち上げての研究や、外部への発

表等によって行っている。 

利用者像 主な障害：身体障害 

平均利用期間：機能訓練１６か月、生活訓練１５か月 

特徴的な対象者：脳血管障害者の利用が多い。機能訓練は回復期リハ病院から

の利用が多い。生活訓練は、高次脳機能障害の利用が中心で発達障害も受け

入れている。 

利用終了後：機能訓練では家庭復帰と単身生活への移行が約６割、就職・福祉

的就労・就労移行支援事業への移行が２割。生活訓練では家庭復帰と単身生

活への移行が約４割、就職・福祉的就労・就労移行支援事業への移行が６割

程度。 

訓練の内容 ・利用期間に併せて、初期、中期、終期に分けてプログラムを設定している。 

・午前は、身体障害者、高次脳機能障害者、発達障害者のグループに分かれ

て、機能訓練、認知訓練、ADL・IADL 訓練、グループワーク、園芸、リスポ

ーツなどを実施している。 

・午後は、コミュニケーション訓練、高次脳機能訓練、個別機能訓練、調理訓

練、脳トレ、発達障害者のための問題解決プロムグラム、創作活動、市街地

外出訓練、公共交通機関利用訓練、自動車運転訓練等、各人の課題に合わせ

た課題別プログラムを選択しグループ又は個別にて実施している。 

・機能訓練の訓練内容としては、屋内/屋外歩行、応用歩行訓練（階段昇降、

段差昇降、スロープ）、起居動作等の ADL 向上、可動域・筋力強化訓練、自

主トレ指導、実生活を想定した訓練等である。 

・プログラムの選択は、評価結果＋本人の要望で決めるが、対象像ごとにベー

スとなる基本パターンのようなものはある。 

・訓練の頻度は基本的には週 5 日。 
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状態像や訓

練効果の評

価に用いる

指標 

・状態像の評価としては、理学療法士、作業療法士が用いるブルーンストロー

ムステージ等の身体機能評価や、公認心理師や作業療法士が用いるＭＭＳＥ

等の認知機能評価等の評価指標を多数活用している他、生活支援員も加わり

ＦＩＭ、ＡＤＬ評価、自動車運転評価、外出訓練評価、交通機関利用評価、

調理評価等を実施している。また、現在、社会生活力評価ツールを研究・試

行中である。 

・独自のツールとして、本人に退所後の生活イメージを記載してもらうシート

を使用し、担当スタッフと面接を重ねる中で、利用者自身の生活イメージが

訓練の進行に合わせて次第に現実的・具体的なものへ固まっていく過程を可

視化できるようにしている。 

・これまで使った指標の中では、ＦＩＭは、伸びがある場合は利用者の満足に

も繋がる傾向があった。また、高次脳バランサーは、実際の生活能力の変化

との連関が高いと感じられた。一方、QOL 評価であるＳＦ３６は、利用後に

再評価するなど、利用者が社会に復帰した後の満足度を反映できるようにし

なかったことから、十分な結果を得られなかった。 

指標活用の

経緯、得ら

れる効果 

・当初は身体機能評価とＡＤＬ・ＩＡＤＬ評価を中心としていたが、高次脳機

能障害者に対する支援を重視する中で認知機能評価を充実させた。しかし、

社会生活力評価については、適切な評価指標がないために成果を出すことが

難しく、独自評価を検討することとなった。 

・個別支援計画を３か月ごとに見直し、６か月に一度程度、各評価を実施した

上で評価会議を開催している。評価会議で活用する指標・ツールはかなり多

く、手間がかかり大変だが、その分、変化を捉えやすい。 

・評価結果の支援への反映は、共通の指針は特になく、ベテランスタッフの指

導の下で担当が判断して行っている。 

計画的な訓

練や、指標

活用に際し

ての課題 

・身体・認知の評価はある程度できているが、社会生活力の評価が十分にでき

ていないのが課題。改善がみられてもエビデンス的な評価はしにくい。 

・ＦＩＭ等、セラピスト以外にも生活支援員が評価できるようにしているが、

緻密に指標を導入するほど測定の負担が大きくなる。 

・FIM は回復期では変化が出やすいが、維持期では上がり難く、動作スピード

や行いやすさ等改善してもなかなか点数化されにくい。 

・評価指標として本人の満足度評価を使う時には、訓練・支援成果を実感でき

る利用終了後にも評価する必要があるが、地域での受け皿、活動場所、社会

参加のための資源が少ない場合に、利用後の社会生活が広がらなければ利用

者の満足に繋がらないことを考慮する必要がある。 

・何か特定の指標が伸びているから改善しているとも言い切れない。指標によ

っては、生活力との連関が充分感じられないものもある。訓練で目指すべき

方向性は、身体や認知機能の向上、ＡＤＬの向上等をベースに、社会生活力

を高めることにあるが、何か特定の指標で全般を評価できることはなく、

様々な指標で試行錯誤せざるを得ず、結果として指標の測定が職員の過大な

負担になりがちである。 



29 

 

・障害を受容し、再び意欲をもって社会参加できるようにすることは訓練の重

要な目標であり成果だが、そのような内面や行動の変化のようなものは指標

には表れにくい部分である。 

・単純な状態像を測る指標と、目的の到達度を測る指標とは区別されるべき。

目的に対して改善が見られた場合も、具体的にどの訓練が影響したかを分析

し示すのは難しい。 

・他事業所でも、指標や評価というと独自のものも含めながら様々組み合わせ

ているのが実情だと思うが、そうした独自指標を汎化できていないというの

も課題なのだと思う。個々のツール、指標を見ればそれぞれで活用して効果

を出せているのだと思うが、それを学会などで発表して広めるとなると、ま

た一段とハードルが上がる。指標、手法として確立するためには自事業所だ

けでなく他の事業所でも試してみて検証していくことが必要だが、そこまで

至っていないのが現状である。 
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番号 ９ 

調査対象 田浦障害者地域リハビリセンター（社会福祉法人横須賀基督教社会館） 

訓練種別 機能訓練 

定員 ８人 

職員配置 看護職員１、作業療法士１、生活支援員１  (常勤のみ、兼務含む) 

職員配置と

人材育成 

・法人全体のコンセプトに関する研修などを内部で実施しているが、原則、現

場での OJT を中心に実施している。 

・疾患により支援の仕方が違うので、その違いなどを個別に教えている。 

利用者像 主な障害：身体障害 

特徴的な対象者：高次脳機能障害、難病 

平均利用期間：18 か月～30 か月 

利用後の進路：地域活動センター、生活介護（総合支援法、介護保険）、 

就労、就労 A。 

訓練の内容 実施訓練（集団）：外出訓練 

実施訓練（個別）：生活動作・機能訓練、外出・機能訓練、家事・調理訓練、

コミュニケーション訓練、復職・就労準備 

提供頻度：週１回～週５回、多くは週２回か３回 

その他特徴：実際の生活で使うための生活訓練を行っている。利用者の自宅を

訪問し、実際の調理環境、浴室、トイレの環境、外出するための玄関先、公

共交通機関までの環境を確認し、必要な運動機能を訓練する。また、利用者

の企画立案で近隣の公園や観光地等に訪問する。バリアフリーかなどを確認

することができ、実際の生活でも必要な経験となる 

状態像や訓

練効果の評

価に用いる

指標 

・アセスメント時に FIM を用いて、ADL 全般の状況を確認している。 

・本人の目標を考えるために、作業療法士が利用していることが多い ADOC と

いうツールを活用している。このツールで、本人が目標とする行動を確認

し、その目標に向かって、どういった訓練プログラムを実施していくとよい

かを一緒に考え、個別支援計画に落とし込んでいる。ADOCを活用すると、本

人のやりたいことが明確にしやすく、阻害要因もわかる。 

・その上で機能検査等を実施し、マヒが問題なのか、可動域が問題なのか、失

行や失認が問題なのかなど問題を明らかにしていくようにしている。 

指標活用の

経緯、得ら

れる効果 

・上記ツールを活用して、本人の希望に合わせた個別支援計画を策定してい

る。 

・社会活動や余暇活動など本人がどんな生活を送りたいかを踏まえ、また、本

人の性格、家族の支援力なども考慮し、リハビリテーションの優先順位をつ

けていく。 

計画的な訓

練や、指標

活用に際し

ての課題 

・検査一式を実施するのに約３時間かかってしまう。当事業所のプログラムは

２時間枠なので、検査をしようとすると実質２日がかりになる。 

・２か月に１回モニタリング（評価、本人フィードバック）を行っているが、

機能評価は毎回行う時間がない。そうなると訓練を行うスタッフも足りなく

なるので、現実的ではない。 
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番号 10 

調査対象 エンラボカレッジ 横浜関内（株式会社エンラボ） 

訓練種別 生活訓練 

定員 20 人 

職員配置 

(常勤のみ、

兼務含む) 

生活支援員３（うち社会福祉士１、介護福祉士１、精神保健福祉士３） 

職員配置と

人材育成 

・全職員が過去に精神障害者や発達障害者支援に携わってきたベテラン 

・法人の他事業所に在籍する臨床心理士を中心に、発達心理、心と体の研修、

児童心理などについて研修を行っている。 

・ケース検討を通じて、相互の支援内容に気付きを持ってもらうことを重視し

ている 

利用者像  主な対象：精神障害 

特徴的な対象者：全員が発達障害者。確定診断は受けていないがADHD、アスペ

ルガーの症状を有する人が多い 

通所・入所の状況：全員が通所者 

利用期間：平均利用期間は 13 か月 

利用終了後：就労系サービス（就労継続支援 A 型、B 型、就労移行支援）、ま

たは就職につながることがほとんど。 

訓練の内容 実施訓練（主に集団）：週単位で、独自開発の８種類のプログラムを実施。う

ち２種類のプログラムは集団で実施。 

実施訓練（主に個別）：他の６種類のプログラムは個別ワークをした後、集団

で情報共有を行う。発言や発信は任意のため、利用者それぞれで「個別」と

「集団」の濃淡を調整できる。 

提供頻度：週２～５日 

その他特徴：自分の発達の特徴を理解し、自分について説明する「自分のマニ

ュアル」、「支え方のマニュアル」を作ることにゴール設定をしている。 

状態像や訓

練効果の評

価に用いる

指標 

・個別支援計画の進捗状況を確認するための独自の「アセスメントシート」 

・アセスメントシートは、実施プログラムに合わせて評価指標を設定してい

る。各項目について、得意・強み、苦手・課題、配慮といった初期評価を行

い、その後３か月ごとにその進捗を確認している。 

指標活用の

経緯、得ら

れる効果 

・アセスメントシート、個別支援計画などは本人に開示し、改善点などを支援

者と利用者本人とで相互理解しながら進めることができる。 

・アセスメント結果などは、利用者が次に利用する事業所の支援者などにも開

示し、継続的に本人の支援ができるようにしている。 

計画的な訓

練や、指標

活用に際し

ての課題 

・利用開始時に、なんとなく利用を開始してしまうと長続きしないことが多

い。利用開始時の動機付けには関係機関の協力が不可欠であり、当事者、家

族、支援者で頑張ろうという雰囲気づくり等が重要である 
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番号 11 

調査対象 
京都府聴覚言語障害センター 障害者支援センター「みなみかぜ」（社会福祉

法人京都聴覚言語障害者福祉協会） 

訓練種別 機能訓練 

定員 8 人 

職員配置 

(常勤のみ、

兼務含む) 

生活支援員２（うち言語聴覚士１） 

職員配置と

人材育成 

・生活支援員 1 名は勤続年数約 30 年。それ以外も約 10 年、５年と勤続が長い 

・普段はケース検討などを通じ、支援の在り方などに互いに検討することで、

支援スキルを高めている。 

利用者像 主な障害：身体障害 

特徴的な対象者：全員が聴覚障害者。中途失聴・難聴者が多い。また 65 歳以

上の高齢者が半数以上を占める 

通所・入所の状況：全員が通所者 

平均利用期間：おおむね２年 

利用終了後：就労継続支援 B 型、生活介護の利用が多い 

訓練の内容 実施訓練（主に集団）：手話学習、IT（機器学習）、調理学 

実施訓練（主に個別）：－ 

提供頻度：週 5 日 

その他特徴：利用者の生活環境に対するニーズを「自己評価表」を活用して把

握し、そのアセスメント結果と職員との対話を通じて、受けるプログラムを

決めている 

状態像や訓

練効果の評

価に用いる

指標 

・社会生活力プログラムの内容を参考に、当事業所に合わせてアレンジした

「自己評価表」を活用。「中途失聴・難聴者協会などの当事者団体の役割を

理解している」といった聴覚障害者が社会生活を営む上でのノウハウを盛り

込んでいる 

・自己評価表については、訓練開始時に生活支援員と相談しながら記入し、随

時のモニタリング時に学習希望を確認している。その後はおおむね半年に１

回程度、状況確認を行っている 

指標活用の

経緯、得ら

れる効果 

・目標は、聴覚障害があっても生き生きと暮らせることを実感すること。その

ため一般的な機能訓練事業のように評価指標を単純に数値化するのは難し

い。そのような中で、効果的な訓練カリキュラムを選択するために、自己評

価表を用いて自分自身の現状を知り、希望する訓練を選ぶ助けとしている。 

計画的な訓

練や、指標

活用に際し

ての課題 

・中途失聴の人は必ずしも手話を覚えたいとは限らないため、手話を覚えたい

という動機づけが難しい。障害の受容が難しい場合もあり、そのモチベーシ

ョン向上には工夫が必要 

・やりたい生活に着目した支援を行うことで、よりニーズに合った支援につな

げることができると考えている 
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番号 12 

調査対象 
アクティビティサポートセンター ゆい（特定非営利活動法人ヒーライトねっ

と） 

訓練種別 生活訓練 

定員 10 人 

職員配置 

(常勤のみ、

兼務含む) 

生活支援員４（うち社会福祉士２、精神保健福祉士３） 

職員配置と

人材育成 

・経験年数は長くて 5 年と若い職員で運営。一体で運営している生活介護事業

に多職種の経験豊富な職員がおり、サポートしてくれている。 

・内部研修としては新人研修、アサーション研修、コミュニケーション研修な

ど、2 か月に 1 回は研修がある。月 2 回、事例検討会も実施している。 

・外部研修として、社会福祉協議会や東京都が実施する研修や、生活訓練事業

所のネットワークで行われる勉強会などに参加している。 

利用者像 主な障害：精神障害者 

特徴的な対象者： 引きこもり、長期入院者 

通所・入所の状況：全員が通所者 

平均利用期間：通所利用者は半年～１年が多く、訪問利用者は 1 年半ほど 

利用終了後：約半分は就労継続支援 B 型に、もう半分は地元のサークル活動へ

の参加や進学、区の就労支援事業と連携した障害者雇用に進んでいる 

訓練の内容 実施訓練（主に集団）：調理実習を兼ねたランチ会、ボッチャや卓球といった

レクリエーション、オシャレやビジネス用のメイク講座、ヨガ、WRAP、アー

ト、音楽セッション、当事者同士でのミーティングなど 

提供頻度：平日週５日、訓練を開講している 

その他特徴：訪問による訓練時は基本的に面談を実施。他に、清掃や居宅介護

事業者に対して本人の考え方を伝えるといった支援も実施することがある。 

状態像や訓

練効果の評

価に用いる

指標 

・利用開始時点で全員に対し、独自の「アセスメントシート」を活用してい

る。本人の健康状態や成育歴、家族図、本人のニーズ、強みなどについて聞

き取りを実施し、その結果を踏まえて個別支援計画を作成している。 

・毎月の個別支援計画の更新の際、前回合意した個別支援計画を基にして、訓

練結果を反映した見直しを実施している。 

指標活用の

経緯、得ら

れる効果 

・視点をぶらさずに支援できるメリットがある。また、複数の職員で支援のポ

イントを共有することにもつながっている。 

・本人の同意があれば、個別支援計画の内容を利用終了後に関係者に提供し、

疾患の状況や本人の目標などの情報を進路先での支援にも役立てている。 

計画的な訓

練や、指標

活用に際し

ての課題 

・現在使っているアセスメントツールの課題は、聞き取りをする職員の主観が

強く出てしまうこと。利用者本人の意思に沿っていないのではと気になる時

があり、利用には技量が必要と感じている。 
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（３）先進事例調査まとめ 

 ヒアリング調査結果について、以下の通り整理することができる。 

 

①訓練の実施体制 

ア．職員配置 

 調査対象のうち、国立や公設民営の機能訓練事業所では、生活訓練事業所に比べ定員規模

が大きく、比例して看護職員、理学療法士、作業療法士、生活支援員の配属人数が多くなっ

ていた。また、生活支援員の中でも社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士等の資格を持

つ職員が多く挙げられていた。 

 また上記以外の職種として、言語聴覚士、臨床心理士又は公認心理師も、訓練プログラム

に従事している事業所も複数見られた。これらの事業所には、病院/診療所、施設入所支援事

業所、就労移行支援事業所が併設されていることから、併設施設に配属されている各有資格

専門職を、当該機能訓練事業所においても活用しやすいものと見られる。 

 一方、民設民営の機能訓練事業所においては、公設民営の事業所と比べて、定員や人員配

置は小規模であり、職種も少なくなっていることが確認された。 

 生活訓練事業所については、機能訓練事業所と同様、公設民営の事業所では定員、職員数、

職種数ともに規模が大きくなっており、他方、民設民営の事業所では規模が小さい傾向が見

られた。理学療法士や作業療法士といった有資格専門職は、職員配置基準上必置でないため、

配置がない事業所も複数見られた。 

  

イ．経験年数 

職員の経験は、ほぼ全員の経験年数が 5 年以上と長い事業所もあれば、ベテラン職員から

1～2 年目の新人職員までが所属する事業所もあり、実施事業による明確な傾向は見られない。 

個別の事業所の特徴として、ケースワークには一定の知識や技術が必要という考えから、

ケースワーク担当としては 5 年以上の中堅職員を付けるとしている事業所が見られた。また、

事業所によっては、経験の浅い職員に対して、経験の長い職員が支援のノウハウを伝えられ

るよう、メンター（育成担当者）やスーパーバイザーが付いてフォローできる体制を構築し

ていた。 

 

ウ．研修 

全ての事業所で何らかの研修が実施されている。内部研修としては、プログラムに関する

ものや事例検討会、そのほか各事業所の職員経験年数や利用者特性に応じて新人研修や高次

脳機能障害に関連した内容の研修が実施されていることが見受けられる。 
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また、事業所内での訓練の内容を学ぶだけでなく、本来であれば地域で支援があるために

必要のない訓練を行うことを避けるために、利用者が地域で受けられる障害福祉サービスな

どの支援を学ぶ研修の受講も有資格専門職の観点からは重要であるとの意見が挙げられてい

た。外部研修については、ほとんどの事業所で必要に応じた研修に参加させているようであ

る。 

 

②利用者像 

ア．機能訓練 

本事業において調査対象とした機能訓練事業所はいずれも身体障害者を主たる対象として

おり6、更に状態像を絞って、高次脳機能障害者、頸椎損傷による重度肢体不自由者、視覚障

害者、聴覚障害者を主な支援対象としているなどの事業所ごとの特徴が見られた。 

また、公設民営の機能訓練事業所では、回復期リハビリテーション病棟から移行してくる

利用者が多いことが挙げられている。併設病院のある事業所では当該病院からの移行者が

50%以上と多数を占めているところもあった。施設入所支援事業所を併設する事業所では、当

該施設入所者の日中活動として機能訓練事業所が利用されることが多くなっていることが見

受けられた。 

利用者の訓練の目的として、就労を設定している人が多いという点がする事業所が複数見

られ、実際に利用終了した後には就労移行支援事業や就労継続支援 B 型事業につながってい

ることが多く見られた。機能訓練事業の平均利用期間については、事業所によってばらつき

があるが、公設民営の事業所では半年～1 年前後が多く、一方で民設民営の事業所ではより

長期の利用期間となっていた。公設民営の事業所については、機能訓練の標準利用期間であ

る 18 か月と比べると、早期に利用を終える人が多いことが把握された。 

早期に利用を終える人が多い理由について、ヒアリングにおいては、短期間での支援とす

ることで利用者が地域生活を送る期間を長く損なわないようにしているといった点や、利用

者からの早い社会復帰や復職等の期限に間に合わせるという強いニーズに応えるために、計

画的に訓練を組み、加配の職員や有資格専門職を導入しているといった点が挙げられた。 

すなわち、利用者の日常生活や復職期限等のニーズに配慮し計画的に訓練を進めた結果と

して、早期の利用終了につながっているということが確認できた。 

イ．生活訓練 

続いて生活訓練事業所について、主たる対象は精神障害者、知的障害者のいずれかまたは

両方となっている。さらに具体的な対象を見ると、高次脳機能障害者、発達障害者、長期入

                                                 
6 平成 30 年(2019 年)以前は、障害種別によって利用できるサービスに制限があった（機能訓練：身体障

害者、生活訓練：知的障害者・精神障害者）。その経緯から、主たる対象がそのまま定まっているもの

と想定される。平成 30 年に関連省令が改正され、2020 年現在は両訓練ともに障害の区別なく利用が可能

となっている 
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院者、引きこもり、軽中度の知的障害があり児童養護施設等を出て若年で就労している者な

どが挙げられており、多様な背景を持つ利用者がいることが推察できる。 

機能訓練事業所と同様に就労を目指す利用者が多い。平均利用期間は６～24 か月ほどと幅

広く挙げられているが、この点も機能訓練事業所と同様、公設民営では比較的利用期間が短

く、民設民営では長くなる傾向が見られる。利用期間が長いケースでは、標準利用期間であ

る 24 か月いっぱいか、あるいは標準利用期間を超えて延長されることも多いとする事業所も

見られた。 

 

③訓練の内容  

訓練に際しては、多くの事業所でインテークやアセスメント結果、そして本人の意向に基

づいて作成された個別支援計画を作成し、それにのっとって事業所が実施する訓練・プログ

ラムの中から、参加するプログラムを決めているとされていた。 

 訓練の提供頻度については、機能訓練、生活訓練のいずれにおいても、多くの事業所は週

４日～５日、訓練の機会を提供しており、その上で利用者が職員と相談して、個別支援計画

に応じて参加する訓練を決めているケースが多いようである。また、宿泊型自立訓練では、

利用者の日常生活に合わせてほぼ毎日支援を行っているとのことであった。 

訓練の流れは、まず基本動作の習得、次に IADL 関連の生活動作の習得、最後に地域生活を

送るための動作や実際の社会資源の見学、体験利用を行うという大きく 3 段階の流れで実施

していると体系立てていた機能訓練事業所が見られた。計画的な訓練として、基礎から応用

へ、集団から個別へといった流れでの訓練は他の事業所でも聞かれたところである。 

また、事業所によってはその事業所独自の訓練や、受け入れている利用者に応じた特徴あ

る訓練が実施されていた。具体的には、視覚障害者に向けた訓練では点字訓練、聴覚障害者

に向けては音声を文字化するためのＩＴ訓練や手話学習があった。また以下の２つのプログ

ラムも事業所の独自性が見られる。 

国立障害者リハビリテーションセンター 肢体機能訓練：頸椎損傷者向けプログラム 

頸椎損傷者の機能レベルを５つに分類し、生活の行為と習得時期や期間をまとめた支

援プログラムを作成し、計画的な訓練の実施に活用し検証をしている。利用開始直後と

終了直前の１ヶ月の介助量（時間）が減少することで、効果があると判断するといった

データの検証をする予定である。 

千葉リハビリテーションセンター更生園：健康増進プログラム 

国立障害者リハビリテーションセンター事業を受託実施したプログラムを継続して実

施している。同プログラムは、毎年 10～15 名程度、健康増進が必要な利用者を選出し、

4～6 ヶ月間、理学療法士、看護師、栄養士、生活支援員が健康に関する学習や運動を実

施するものである。具体的には、毎朝エルゴメーターの実施、月１回の看護と栄養の講
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義、隔月で血液と内臓脂肪の検査を実施する。本人に数値結果を返せるため、効果が伝

わりやすい。 

また、訓練後に、活動の振り返りができる訓練ノートを利用者全員が記入し、かつ職員の

側でも訓練でミスや遅刻の有無などをチェックしている事業所も見られた。自分ではできて

いると思っているが、他者から見るとできていないといったことを記録できるようにしてい

るとのことである。 

生活訓練事業所においては、例として、金銭管理、体調管理、地域生活準備、買い物、調

理、清掃、洗濯、服薬管理、疾病自己管理、社会生活力向上、社会人マナー習得、パソコン

操作といった訓練が実施されていた。中でも特徴ある取り組みとしては以下が挙げられる。 

エンラボカレッジ横浜関内 

自分の「自分のマニュアル」、「支え方のマニュアル」を作ることにゴールを設定し、

講義形式と実践形式がある以下 8 種類のプログラムを提供している。各プログラムには

臨床心理師を中心にベースを作成したテキストがある。 

①感情学：自分自身の考え方のクセを理解し、自分の感情をコントロールする方法な

ど、自分の感情を研究する。 

②コミュニケーション：人の付き合い方にコツがあることを理解する。社会の中で人

と心地よく円滑に付き合う方法を学ぶ。 

③Life Lab：今できていること、これからの習得が必要な準備・心構えについて考え

る。理想的な生活リズムについても考える。 

④Social Lab：イベントの企画決めから運営まで利用者主体で実施。様々な社会体験

を積むことで人生を楽しむ、味わうことを学ぶ。 

⑤アクティビティ：自分の感覚特性を見つけ、日常生活や仕事、人付き合いとの関係 

性を知り、適応するための力を身に着ける活動を行う。 

⑥スキルアップ：卒業後の生活を想定し、「働く」ために身に着けておきたい様々な

スキル習得を調べたり、チャレンジする 

⑦ソマティック Lab：身体の使い方を整えるため、毎朝 10 分ほどかけて静かな環境で

自分の身体や気分に意識を向ける。今の身体や心の状態に気づ

くことで、心地よい姿勢を見つけたり集中力の向上を目指す。 

⑧My Lab：日々のプログラムで得られた発見を総まとめする。利用者本人が自分自身

を説明する「自分のマニュアル」を作成する。マニュアル作りの過程で、

自己理解につなげることが大切 

この他、支援者が利用者本人に支援する際のコツをまとめた「支え方のマニュアル」

も支援者が作成する。 
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④本人の状態像や訓練効果の評価に用いている指標 

ア．機能訓練事業所で利用されている指標 

機能訓練事業所で利用されていることが確認できた。本人の状態像や訓練効果の評価のた

めの指標は下表のとおりである。当該評価指標・ツールを用いる職種に沿って区分して記載

した。なお、これらは本調査で把握された事例の範囲で区分しているため、職種間で利用が

重複する評価指標を網羅的に記載できているわけではない。 

生活訓練を併せて実施している事業所で機能訓練・生活訓練両方で使われている指標につ

いては峻別せず下表に含めている。また、下線のある指標・ツールは、調査事業所において

独自に作成・運用しているものである。独自の評価指標・ツールについては作成した事業所

名を併記している 

表を見ると、理学療法士と作業療法士が用いる身体機能、認知機能に関する評価指標が数

多く見られる。その多くは当該分野で一般的に用いられている評価指標であり、独自指標は

あまり用いられていない。言語聴覚士、臨床心理士・公認心理師でも量は少ないものの、同

様に既に確立された評価指標が運用されている。 

一方で、生活支援員・その他の職種が用いる評価指標はほぼ全てが各事業所の独自作成に

よる評価指標となっている。また、ヒアリングでは、身体・認知の評価はこれまでに実施し

てきたものの、社会生活面での評価が十分にできてきていないことが課題であるといった点

が複数の事業所から挙げられていた。 

生活支援に関する領域では、まだ一般化された評価指標がなく、各事業所が評価の必要を

感じつつも有効な評価指標の導入に向けて検討を進めている段階であることがうかがえる。 

図表 11 で示した ICF モデルの「心身機能・構造」「活動」「参加」の領域という観点から

これらの評価指標を一覧すると、既存の評価指標の殆どは身体機能や認知機能を測定・評価

するため「心身機能・構造」の領域に属し、「活動」や「参加」に該当するのは FIM や自動

車の運転、入浴に係る評価指標など少数であると見られる。上記した生活支援に関する領域

での評価指標の検討がすなわち「活動」「参加」に係る評価指標を新たに作成する取り組み

であると言える。 
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図表 15 利用職種別機能訓練事業所において利用されていた指標（順不同） 

【理学療法士】 

片脚立位,ロンベルグ位,継ぎ足位,起立着座下限高,安定性,10m 努力歩行,TUG,６分間歩行,

階段昇降,徒手筋力テスト（MMT）,Zancolli 分類,関節可動域テスト(ROM-T),感覚テスト

（表在感覚,深部感覚）,改良 Frankel 分類,筋緊張検査,疼痛検査,日常生活動作テスト,基

本動作テスト,座位バランス,補装具の評価,握力,簡易上肢機能検査（STEF）,外出評価表,

体力測定表,居室環境移動評価（以上千葉リハ）,屋外歩行（名古屋市総合リハ） 
 

【作業療法士】 

Trail Making Test(TMT),注意機能スクリーニングテスト（D-CAT）,コース立方体組み合

わせテスト,改訂長谷川式簡易知能評価スケール(HDS-R),行動性無視検査(BIT),ベントン

視覚記銘力検査,標準注意検査法(CAT),ドライビングシミュレーター,職業興味検査,一般

職業適性検査(GATB),Br.stage,Sensory,徒手筋力テスト(MMT),握力,ミニメンタルステー

ト検査(MMSE),図形模写（浜松式）,図形再生（浜松式）,言語性記憶（浜松式）,1～2 桁の

四則演算,遂行機能障害症候群の行動評価(BADS),箱作りテスト,折り紙手芸,電卓計算,運

動・感覚機能,関節可動域テスト(ROM-T),徒手筋力テスト(MMT),脊髄障害自立度評価法

(SCIM),簡易上肢機能検査(STEF),握力感覚テスト（表在感覚,深部感覚,複合感覚）,機能

的自立度評価表(FIM),種村式高次脳スクリーニングテスト,レーヴン色彩マトリック

ス,Frontal Assessment Battery(FAB),自動車運転評価,ADOC,入浴・個浴評価表,調理評価

表（以上千葉リハ） 
 

【言語聴覚士】 

レーヴン色彩マトリックス(R-CPM),標準失語症検査(SLTA), 標準失語症検査補助テスト

(SLTA-ST),トークンテスト,標準読解力診断テスト,リバーミード行動記憶検査(RBMT),三

宅式記銘力検査,WAB 失語症検査,ウエクスラー記憶検査(WMS-R) 
 
【臨床心理士,公認心理師】 

ウエクスラー成人知能検査(WAIS-Ⅲ), ウエクスラー記憶検査(WMS-R),コグニスタット, 

遂行機能障害症候群の行動評価(BADS),標準言語性対連合学習検査(S-PA),リバーミード行

動記憶検査(RBMT),かなひろいテスト, 注意機能スクリーニングテスト(D-CAT),東大式エ

ゴグラム(TEG),気分プロフィール検査(PONS 短縮版) 
 
【生活支援員・その他】 

機能的自立度評価表(FIM),個別支援計画,社会生活力評価,就労移行のためのチェックリス

ト,生活パス,作業評価表（以上千葉リハ）,アセスメントシート,（名古屋市総合リハ）,

日常生活活動評価表,インテーク面接調査票,生活状況等確認,利用者ニーズ集計表,各訓練

評価表（IT,ロービジョン,点字,日常生活,歩行訓練等）,眼科初期評価,リハビリテーショ

ン体育利用開始時評価表,自己式スクリーニング質問紙（以上国立障害者リハ）,社会生活

力アンケート,個別評価記録（以上横浜市総合リハ）,社会生活力評価,住環境調査,外出訓

練評価,交通機関利用評価,調理評価,運転能力検査,握力,20m 歩行,遠投,連続立ち座り,5

分走（以上かがわ総合リハ）,自己評価表（京都府聴覚言語障害者センター） 
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上表で挙げた生活支援員が用いる評価指標の例は以下のとおり。 

アセスメントシート（名古屋市総合リハビリテーションセンター） 

生活面に関する新しい評価指標として、実際の生活動作・IADL・作業評価・集団適用

に関して、４段階評価で本人と支援員が同じ項目について評価する方法を検討している。

将来的には本人に結果を返す想定で作っている。社会生活力プログラムをベースにして

作成している。 

これまでセラピストによる機能的な評価を実施してきたが、それとは別に、生活や行

動面で訓練の効果が出ているか評価する必要があると感じたために作成した。既存の評

価指標も検討したが、機能面や精神面の一部しか評価できないため、社会生活力や自己

認識の向上、就労可能な状態になったことを網羅的に評価するには、既存の単一の評価

指標では難しいと感じた。 

 

イ．生活訓練事業所で利用されている指標 

生活訓練事業所が利用していることが確認できた利用者本人の状態像や訓練効果の評価の

ための指標は以下表のとおり。 

図表 16 利用職種別生活訓練事業所において利用されていた指標（順不同） 

【作業療法士】 

ミニメンタルステート検査(MMSE),コース立方体組み合わせテスト,かなひろいテス

ト,Trail Making Test(TMT),標準注意検査法(CAT),線分二等分,抹消検査,三宅式記

銘力検査,ベントン視覚記銘力検査,リバーミード行動記憶検査,ウエクスラー記憶検

査(WMS-R),遂行機能障害症候群の行動評価(BADS),箱づくりテスト,作業における自

己評価改訂版(OSAⅡ),作業遂行歴面接(OPHIⅡ),作業質問紙(OQ),コミュニケーショ

ンと交流技能評価(ACIS),人間作業モデルスクリーニングツール(MOHOST),AMPS 

 

【生活支援員・その他】 

千葉県共通アセスメント票,日常生活活動評価表（国立障害者リハ）,アセスメント

シート（エンラボ）,アセスメントシート,個別支援計画表（以上ヒーライトねっ

と） 

 

図表 16 に挙げた評価指標のうち、作業療法士が利用する評価指標はいずれも公設民営の生

活訓練事業所が挙げているものであった。このため、民設民営の生活訓練事業所では、生活

支援員・その他が利用する指標のみである。ほぼ事業所独自の指標という点で、機能訓練と

同じ傾向が見られた。また、ヒアリングにおいて、特段の評価指標を用いていないとする事

業所もあった。 

ただし、そうした事業所でもアセスメントや目標設定なしに訓練を実施しているというこ

とではない。以下のとおり、利用開始時の面接等の情報を踏まえて目標に向けた個別支援計

画を立てており、計画に沿った訓練を実施している。 
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スターアドバンス コン 

訪問の場合の訓練プログラムは、まず訪問時に本人にやりたいことを聞いて、それが

実現できるように個別対応している。目的に応じて個別支援計画を立てて進めている 

白根学園 自立サポートセンター歩 

個別支援計画の見直しは基準通りの３か月に１回。個別支援計画の目標に沿って具体

的な支援をする際の、着目ポイントを設定し、個別支援計画の見直し時に限らず、日々

の支援の中で、本人と話し合いながら何ができていて何が達成できていないのか、それ

は何故か等話し合いを重ね修正し、本人が何をどうしていきたいかという本人の真の願

いを探り自立を促す。 

また、図表 16 の指標のうち、効果的な訓練につながるよう、訓練内容と紐づけて活用され

ていた指標を以下のとおり示す。 

アセスメントシート（エンラボカレッジ 横浜関内） 

個別支援計画の進捗状況を確認するために作成している。アセスメントシートは「コ

ミュニケーション」「感情学」などの発達障害者向けに当法人で実施しているプログラ

ムに合わせてカテゴリーを設定し、その具体的なワーク内容ごとに、評価指標を設定し

ている。また、各項目について、得意・強み、苦手・課題、配慮といった初期評価を行

い、その後３か月ごとにその進捗を確認するようにしている。 

アセスメントシートは高齢・障害・求職者雇用支援機構が作成しているアセスメント

ツールなども参考に作成している。特徴は、当事業所のプログラムと紐づけて作成して

いる点であり、結果が各プログラムの進捗管理にも使える体裁となっている。 

 

ウ．評価を実施するタイミング、結果の支援計画への反映状況 

評価を実施するタイミングについては、訓練開始時に多くの指標を用いた測定が行われて

いる。具体的な評価の実施事例については以下のとおり挙げられている。 

名古屋市総合リハビリテーションセンター 

利用開始時、評価指標は多いが、利用者全員について、まずは全般的な評価を行うた

めに活用している全ての評価指標について計測・評価を行っている。各セラピストの評

価に係る時間は、一式で２～３時間ずつ。この評価資料を基に、利用開始から２週間後

に管理者、サービス管理責任者、生活支援員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、

公認心理師、医師、看護師が参加して個別支援計画作成会議を行う。その後、本人の希

望や状態像に合わせて、目標に対して十分でない評価指標を確認し、改善のための訓練

を行っていくようにしている。 
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訓練後の評価に関しても、基本的に訓練開始時と同じ指標を用いており、訓練によっ

て変化があると想定される指標については再度測定する。再評価は個別支援計画の更新

に合わせて、３か月に１回の頻度を基本として行っている。 

ただし、事業所が必ずしも評価指標の結果のみに着目して個別支援計画を作成しているわけ

ではない点は注意する必要がある。評価指標のほかにも、評価指標では表されない本人の希望

や生活の動作、生活の状況といった、観察や面談の情報を踏まえて利用者全体の状態や訓練効

果をとらえ、個別支援計画に反映しているということができる。 

名古屋市総合リハビリテーションセンター 

   各セラピストの評価と生活支援員の見る生活動作・生活状況の組み合わせを基に、本

人の状態像や訓練効果を見ている。 

横浜市総合リハビリテーションセンター 

支援方針の変更や期間の見直し、または、３か月に１回の個別支援計画の見直しの際

に実施するカンファレンス時、セラピストの評価指標の数値は参考指標にはしている。

ただし数値だけを追うのではなく、本人のやりたいこと、その時点でできていること、

生活支援員が見ている生活面での状況を総合的に見て、チームで相談の上、方針を決め

ている。 

 

⑤指標導入の経緯、指標の活用により得られる効果 

指標を活用している事業所では、以下に示す通り、ア．利用者本人、イ．事業所職員、ウ．

利用終了後の地域の支援者、の三者それぞれが、利用者の状態を理解しやすくなること、ま

たそれにより効果的な支援ができるといったことなどが、指標を活用する理由として挙げら

れていた。 

ア. 利用者が利用者自身を理解しやすくなる 

利用者の状態像や作業の取り組み方を本人と共有するのに使えている。ツールを使って

聞き取りをすると、自分の課題が見えてきたと言われることも多い。自分のことの言語化

が難しい人であっても、ツールを通じて課題の共有や振り返りがしやすい（横浜市総合保

健医療センター） 

アセスメントシートを活用することで、自分の疲れに気づき、それに気づくことで生活

しやすくなると考えられる。また、反復して同じ視点でチェックすることで、自分の感情

を理解しやすくなり、必要により誰かに相談したほうが良いというタイミングに気づきや

すくなる（エンラボカレッジ 横浜関内） 

イ. 事業所職員が利用者を理解しやすくなる 

利用者本人が何をしたいか、何に困っているかが客観的にわからないと、効果的な支援

チームが作れないため、評価指標を利用している。多様なニーズのある利用者を複数職員
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で関われるようにするには主観的な評価とともに客観的なアセスメント結果の共有も大事

（横浜市総合保健医療センター） 

指標を使うメリットは、職種を超えて本人の状態像に関する理解が共有できることであ

る。多職種での話し合いによって客観性がより高い支援ができるようになる（名古屋市総

合リハビリテーションセンター） 

ウ．地域の支援者が利用者を理解しやすくなる 

アセスメント結果などは利用者が次に利用する事業所の支援者などにも開示し、継続的

に本人の支援ができるようにしている（エンラボカレッジ横浜関内） 

 本人の同意があれば、個別支援計画の内容を利用終了後に関係者に提供することもして

おり、本人の疾患の状況や事務所にいた際の対応、本人の目標などを知らせて進路先での

支援にも役立てている（アクティビティサポートセンターゆい） 

 さらに、事業所職員による訓練の効率性を高める観点から、評価指標が重要であるとい

う意見も以下のとおり挙げられている。 

１年以内の短期間で支援を行い、その後利用者が地域で生活することを前提にしている

ため、期限の中で焦点を絞ってテンポよく訓練を進めるためには、評価指標は重要（横浜

市総合保健医療センター） 

セラピストの測定は、事業所内の外部要因がない中で行われるため、結果に紐づく原因

が直接的にわかる。原因がわかると取り組むべきことが明らかになるため、対応する訓練

を組み立てられるようになる（名古屋市総合リハビリテーションセンター） 

 

⑥計画的な訓練や指標活用に際しての課題・ポイント 

ア．本人の主観の変化の重要性 

生活訓練においては、本人に自信がつき、自分で意思決定ができるようになることが訓練

効果として重要であるとする意見が以下のように挙げられた。それらの主観を測定できる指

標がないことが課題であるという意見があった。 

どれだけ本人に自信がついて、自分に注意を向けられるようになったかなどは、既存の

指標では測れない部分。その点を向上させることを一番大事にしているが、反映される指

標がない（千葉リハビリテーションセンター） 

引きこもりや長期入院者だと、自分で何か決めていい、選んでいい、夢を持っていいと

思ってもらえるのに２年かかる。自分に価値があると認識してもらえるよう、関係をつく

って支援をしている（スターアドバンス コン） 

利用者はみな、いずれは一人暮らしをしたいという夢は持っているが、実際に「一人暮

らし」のイメージや自分が大人になるイメージが殆ど具体的に描けていない状態である。2

年間の役割は、大人の世界への橋渡し、大人の世界観を自分のこととして確立させていく
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ことという考えをベースに、就労生活も含め日常生活の様々な支援を組み立てているが、

「大人になった」ことの指標はなく、目標の達成度あいの評価は難しい。（白根学園 歩） 

障害を受容し、再び意欲をもって社会参加できるようにすることは訓練の重要な目標で

あり成果だが、そのような内面や行動の変化のようなものは指標には表れにくい部分であ

る。（かがわ総合リハビリテーションセンター） 

本人の自己評価がどこまで変化したかが重要である。特に精神障害の支援では、自己効

力感、自信や主体性の回復、自分が尊重されている感覚を提供することが必要になる（横

浜市総合保健医療センター） 

一方で、主観だけで評価すると、本人の回答次第でばらつきが出てしまうため、誰が見

ても客観的に評価できるということも評価指標には重要（名古屋市総合リハビリテーショ

ンセンター）という指摘もあった。また、評価指標として本人の満足度評価を使う時には、

訓練・支援成果を実感できる利用終了後にも評価する必要があるが、地域での受け皿、活

動場所、社会参加のための資源が少ない場合に、利用後の社会生活が広がらなければ利用

者の満足に繋がらないことを考慮する必要がある（かがわ総合リハビリテーションセンタ

ー）との指摘もあった。 

 

イ．評価指標活用に係る難しさや負担 

評価指標を用いるにあたって感じる難しさや負担については、評価ツールを用いた聞き取

りに時間がかかり、定期的な評価が行えていないことがある（横浜市総合保健医療センター）

といった意見があったほか、身体機能、認知機能、社会生活力、社会参加と様々な要素があ

る中で、１つの評価指標、数値だけで足りるということはなく、様々な評価指標を使って試

行錯誤せざるを得ない結果として、評価指標の測定が職員の過大な負担になりがちであると

いった指摘もあった。 

また、指標に改善が見られたとしてもどの訓練に効果があったかを示すのは難しいとする

意見や、記録・評価表を緻密に作ると負担が大きく、訓練にどう活かすかも悩ましいとする

意見もあった。 

 

ウ．評価指標を使うことができる職員 

リハビリ専門職が多い事業所では、職員が評価指標をどのようなものかわかっているが、

評価指標に関する理解のベースがない職員も多い事業所では、指標を活用するのは難しい

（スターアドバンス コン）とする意見があった。 

また、ＦＩＭ等、セラピスト以外にも生活支援員が評価できるようにしているが、緻密に

指標を導入するほど測定の負担が大きくなる（かがわ総合リハビリテーションセンター）と

いう意見もあった。 
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エ．本人の意向により適切な訓練が実施できない場合の配慮 

本人が機能的に行うことが難しい訓練であっても、本人のやりたい気持ちに配慮し、困難

さを理解してもらうために訓練の実施が必要な場合もある、とする意見が見られた。例えば

車を運転したいが機能的には難しい可能性のある人でも、運転評価キットを一度試してもら

い、現状を理解し、納得してもらう場合もある。最初から試すこともしないと不全感が残っ

てしまう（横浜市総合リハビリテーションセンター）とされている。 

 

オ．評価指標の汎化 

本調査においては、各々の事業所で独自に使用されている評価指標も複数見られた。この

ような独自指標について、個々の事業所ごとに見れば効果を出せていると考えられるが、そ

れを評価指標・手法として確立し広めるためには他の事業所でも試行・検証していくことが

必要となり、人員不足という課題もある中ではハードルが高く、いずれの事業所でもそこま

ではできていない、良い指標があっても汎化できていないのも課題であるとの意見があった。 
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４．評価指標の活用例 

本章では先進事例調査において活用が確認された評価指標の一部の概要や書式サンプルを示

す。 

 

（１）千葉県千葉リハビリテーションセンター 

評価指標名 社会生活力評価 

評価する内容 

身体機能・認知機能・社会生活力 

具体的には、健康管理、時間管理、金銭（経済）管理、家事動作、安

全・危機管理、外出能力、その他（対人・意思伝達・情報活用・余

暇・サービス活用） 

評価する時期 利用開始後、３か月に１回の個別支援計画の見直し時期ごとに行う 

評価する職員 生活支援員（社会福祉士又は介護福祉士） 

評価を行う対象 利用者全員 

評価指標の活用方法 

・利用者・親族に対して結果をフィードバック 

・事業所内での職員間の情報共有 

・本人の現状把握及びアセスメントツールの一つとして活用 

有効活用するための

留意点 

担当職員により評価のばらつきが出ないよう、評価会議時（事業所内

サービス担当者会議）にて他職種の意見を聞きながら決定するように

留意している。 
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  社会生活力評価表 様

健康
第１回

内容 第２回 内容 第３回 内容

喫煙    

飲酒    

内科的管理    

食生活    

運動    

服薬    

入浴    

整容    

服装    

医療機関
の利用

   

時間 第１回 内容 第２回 内容 第３回 内容

１週間のスケジュール
管理

   

１ヶ月のスケジュール
管理

   

生活リズム    

時間の意識    

金銭（経済） 第１回 内容 第２回 内容 第３回 内容

金銭の管理   

通帳・印鑑、カード(暗証
番号)の管理

  

金融機関
ATMの利用

  

リスク管理   

計画性   

家庭
(ハウスキーピング)

第１回 内容 第２回 内容 第３回 内容

掃除    

洗濯    

ゴミ出し(分別)    

買い物    

運搬    

調理    
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  安全・危機管理 第１回 内容 第２回 内容 第３回 内容

施錠    

押し売り,勧誘,悪徳
商法への対応等

   

火災予防    

けが・事故にあった
時の対応

   

日常の注意力    

外出 第１回 内容 第２回 内容 第３回 内容

外出経路    

所要時間    

経費    

携帯品    

料金の支払い    

交通手段の利用    

その他 第１回 内容 第２回 内容 第３回 内容

対人関係    

意志伝達    

情報の収集・活用    

読み書き    

余暇    

福祉サービスの活用    

総合(平均) 第１回 第２回 第３回

健康

時間

金銭(経済)

家庭(ハウスキーピ
ング)

安全・危機管理

外出

その他



50 

 

社会生活力評価表

１）健康

1 2 3
喫煙 煙草を吸う 煙草を吸わない

飲酒
飲酒が原因で問題を起
こすことがある

飲酒がコントロールで
きて問題を起こしてい
ない

飲酒しない

内科的管理

血 糖 値 、 血 液 中 の脂
質、血圧に異常がある

血 糖 値 、 血 液 中 の脂
質、血圧が現在は正常
範囲内だが、それらが
原因の疾患の治療暦あ
る

血 糖 値 、 血 液 中 の脂
質、血圧が正常範囲内
にある

食生活

偏った食生活をしてい
る

支援があれば、規則正
しい食生活を送ること
ができる

規則正しい食生活をお
くっている

運動
運動不足の状態にある 支援者等の働きかけが

あれば運動を行う
自発的に運動を行って
いる

服薬
服薬管理が全くできな
い

服薬時に何らかの支援
が必要

服薬管理が一人で出来
る

入浴
入浴しないことが多い 支援者の働きかけがあ

れば入浴を行う
適度に自発的に入浴を
行う

整容
整容に対する意識が薄
く、身体が不潔

ある程度清潔を保って
いる

常に身体の清潔を保っ
ている

服装
TPOに応じた服装ができ
ない

声かけがあれば、TPOに
応じた服装が出来る

TPOに応じた服装を自発
的に出来る

医療機関の利用

通院時、何らかの支援
が必要(交通、受診、支
払、薬の受け取り等)

かかりつけの医療機関
なら一人で通院出来る

突発的な事態が起きて
も自分で判断し、適切
に医療機関を利用でき
る

２）時間
1 2 3

１週間の
スケジュール管理

曜日の把握が出来ず、
計画的な行動が取れな
い

カ レ ン ダ ー や ス ケ
ジュール帳などを確認
して行動出来る

予定を変更した場合に
スケジュールを把握し
て計画を立て、実行で
きる

１ヶ月の
スケジュール管理

日付の把握が出来ず、
計画的な行動が取れな
い

定期的事項であれば、
予定を把握して行動出
来る

スケジュールを管理し
て年度計画を立て、実
行できる

生活リズム
時間の把握が出来ず、
起床睡眠が不安定で日
中覚醒していられない

睡眠起床が不安定だが
日中は覚醒している

生活リズムが確立出来
ている

時間の意識

時間の認識がない、ま
たは時間にルーズなと
ころがみられる

約束した時間にたまに
遅刻したり、遅れる連
絡ができないことがあ
る

約束した時間を守るこ
とができ、遅れる場合
も連絡等きちんとでき
る

３）金銭（経済）
1 2 3

金銭の管理

収支の管理が難しい
Ａ）計算が難しい。ま
たは計画ができない
Ｂ）収入以上の買い物
をしてしまう

支援があれば一ヶ月の
収支の管理が出来る

収支の管理が出来る

通帳・印鑑
カード

（暗証番号）
の管理

通帳・印鑑・カードの
管理は難しい

一部支援があれば管理
が出来る

通 帳 ・ 印 鑑 ・ カ ード
（暗証番号も含め）の
管理が出来る

金融機関
ＡＴＭの利用

利用は難しい 一部支援があれば利用
することが出来る

一人で利用することが
出来る

リスク管理

支出コントロールでき
ず、賭け事やサラ金な
どにかかわる心配があ
る

支援により支出をコン
トロールできる

支出のバランスがよく
赤字にならず、賭け事
やサラ金などに関わる
ことがない

計画性
計画性を持つことが困
難

支援により計画を立て
たりできる

計画性があり、目的の
ために貯金などしてい
る

名前　　            様
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1 2 3

掃除
一人で掃除・整頓が出
来ない

掃除・整頓は出来るが
手直しが必要である

きちんと掃除・整頓が
出来る

洗濯 一人で洗濯が出来ない 一部支援が必要である きちんと洗濯が出来る

ゴミ出し(分別)
一人でごみ出しが出来
ない(ごみ出しのルール
が守れない)

ごみ出しを時々忘れる 回収日や時間を守りゴ
ミを捨てることが出来
る

買い物
一人で買い物が出来な
い

慣れた場所ならば買い
物が出来る

初めての場所でも買い
物が出来る

運搬
一人で荷物を運ぶこと
が出来ない

軽いまたは小さい物な
ら運べるが、それ以外
では支援が必要

荷物を安全に運ぶこと
が出来る

調理
一人で調理が出来ない 少しなら出来るが、支

援が必要
調理ができる

５）安全・危機管理
1 2 3

施錠
施錠の意識が無く、鍵
の管理も出来ない

施錠できるが支援者の
確認が必要

確実に施錠が出来る

押し売り
勧誘・悪徳商法への対

応等

断ることが出来ない、
または迷わず契約して
しまう

自己判断は難しいが、
支援者等へ相談出来る

不必要な勧誘をはっき
り断ることが出来る

火災予防
火の取り扱いに危険が
ある

たまに消し忘れ等があ
り、支援者の注意が必
要

安全に火気を使用出来
る

けが・事故にあった時
の対応

自分で対応できない 自分では対応できない
が、相談できる人がい
て連絡できる

自分で応急処置ができ
たり、救急車が呼べる

日常の注意力
障害による注意力不足
が日常的に見られる

支援により注意力不足
を補うことができてい
る

日常的に危険から身を
守る充分な注意力が備
わっている

６）外出
1 2 3

外出経路
一人では行けない 慣れた所なら行ける 初めての所でも手がか

りがあれば行ける

所要時間
所要時間がわからない 慣れた所なら所要時間

がわかる
出発から到着までの所
要時間がわかる

経費
必要経費が準備できな
い

最低限の経費だけ準備
出来る

予想外の出費にも対応
出来る

携帯品
必要な準備が出来ない 準 備 は 出 来 る が 不十

分、支援者による確認
が必要

必要な準備が出来る

料金の支払い
料金の確認や支払いが
出来ない

慣れた所なら支払いが
出来る

どこでも適切な支払い
が出来る

交通手段の利用
単独での交通手段の利
用は困難

慣れた所へは交通機関
を利用して行ける

運賃割引を利用して各
交通機関を利用できる

７）その他
1 2 3

対人関係
適切な対人関係が作れ
ない

限られた対人・場面な
ら対応できる

状況に応じた適切な対
応ができる

意志伝達
意志伝達が難しい 限られた対人・場面な

ら伝達できる
適切に意志伝達が出来
る

情報の収集・活用

情報や社会の状況など
に関心が薄い

意識的ではないが、社
会の主な出来事は把握
している

新聞・雑誌・ＴＶ・ラ
ジオ・インターネット
などで情報を収集し、
活用している

読み書き
日常生活に必要な読み
書きが困難

日常生活に必要な読み
書きは、一部可能だが
支援が必要

日常生活に必要な読み
書きが出来る

余暇
支 援 者 の 働 き か けが
あっても余暇が楽しめ
ない

支援者の働きかけがあ
れば余暇を楽しむこと
が出来る

余暇を楽しむことが出
来る

福祉サービスの活用

支援があってもサービ
スを活用出来ない
Ａ）活用しない
Ｂ）活用できない

支援があれば福祉サー
ビスを活用出来る

福祉サービスの知識が
あり、活用出来る

４）家庭（ハウスキーピング）
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（２）横浜市総合保健医療センター ハイツかもめ 

評価指標名 個別支援計画別表 

評価する内容 身体機能・認知機能・社会生活力 

評価する時期 
・利用開始後、初期の個別支援計画作成時 

・原則３か月ごと。個別支援計画作成や見直しの時期に行う 

評価する職員 作業療法士、生活支援員 

評価を行う対象 利用者全員 

評価指標の活用方法 

・利用者・親族に対して結果をフィードバック 

・事業所内での職員間の情報共有 

・地域の支援者（第三者）に対する情報共有 

・計画作成の際のアセスメント 

有効活用するための

留意点 

本人の希望や支援目標との関連で、評価項目の焦点を事前に整理して

おくことが必要 
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  調理 支援が不要 部分的な支援が必要 全面的な支援が必要

掃除 支援が不要 部分的な支援が必要 全面的な支援が必要

洗濯 支援が不要 部分的な支援が必要 全面的な支援が必要

買い物 支援が不要 部分的な支援が必要 全面的な支援が必要

交通手段の利用 支援が不要 部分的な支援が必要 全面的な支援が必要

薬の管理 支援が不要 部分的な支援が必要 全面的な支援が必要

金銭の管理 支援が不要 部分的な支援が必要 全面的な支援が必要

電話等の利用 支援が不要 部分的な支援が必要 全面的な支援が必要

日常の意思決定 支援が不要 部分的な支援が必要 全面的な支援が必要

読み書き 支援が不要 部分的な支援が必要 全面的な支援が必要

危険の認識 支援が不要 部分的な支援が必要 全面的な支援が必要

コミュニケーション 日常生活に支障がない 特定の者であればコミュニケーションできる 会話以外の方法でコミュニケーションできる 独自の方法でのコミュニケーションできる コミュニケーションできない

説明の理解 理解できる 理解できない 理解できているが判断できない

被害的・拒否的 支援が不要 希に支援が必要 月に1回以上の支援が必要 週に1回以上の支援が必要 ほぼ毎日（週5日以上の）支援が必要

作話 支援が不要 希に支援が必要 月に1回以上の支援が必要 週に1回以上の支援が必要 ほぼ毎日（週5日以上の）支援が必要

感情の不安定 支援が不要 希に支援が必要 月に1回以上の支援が必要 週に1回以上の支援が必要 ほぼ毎日（週5日以上の）支援が必要

昼夜逆転 支援が不要 希に支援が必要 月に1回以上の支援が必要 週に1回以上の支援が必要 ほぼ毎日（週5日以上の）支援が必要

暴言暴行 支援が不要 希に支援が必要 月に1回以上の支援が必要 週に1回以上の支援が必要 ほぼ毎日（週5日以上の）支援が必要

同じ話をする 支援が不要 希に支援が必要 月に1回以上の支援が必要 週に1回以上の支援が必要 ほぼ毎日（週5日以上の）支援が必要

大声・奇声を出す 支援が不要 希に支援が必要 月に1回以上の支援が必要 週に1回以上の支援が必要 ほぼ毎日（週5日以上の）支援が必要

支援の拒否 支援が不要 希に支援が必要 月に1回以上の支援が必要 週に1回以上の支援が必要 ほぼ毎日（週5日以上の）支援が必要

徘徊 支援が不要 希に支援が必要 月に1回以上の支援が必要 週に1回以上の支援が必要 ほぼ毎日（週5日以上の）支援が必要

落ち着きがない 支援が不要 希に支援が必要 月に1回以上の支援が必要 週に1回以上の支援が必要 ほぼ毎日（週5日以上の）支援が必要

外出して戻れない 支援が不要 希に支援が必要 月に1回以上の支援が必要 週に1回以上の支援が必要 ほぼ毎日（週5日以上の）支援が必要

一人で出たがる 支援が不要 希に支援が必要 月に1回以上の支援が必要 週に1回以上の支援が必要 ほぼ毎日（週5日以上の）支援が必要

収集癖 支援が不要 希に支援が必要 月に1回以上の支援が必要 週に1回以上の支援が必要 ほぼ毎日（週5日以上の）支援が必要

物や衣類を壊す 支援が不要 希に支援が必要 月に1回以上の支援が必要 週に1回以上の支援が必要 ほぼ毎日（週5日以上の）支援が必要

不潔行為 支援が不要 希に支援が必要 月に1回以上の支援が必要 週に1回以上の支援が必要 ほぼ毎日（週5日以上の）支援が必要

異食行動 支援が不要 希に支援が必要 月に1回以上の支援が必要 週に1回以上の支援が必要 ほぼ毎日（週5日以上の）支援が必要

ひどい物忘れ 支援が不要 希に支援が必要 月に1回以上の支援が必要 週に1回以上の支援が必要 ほぼ毎日（週5日以上の）支援が必要

集団への不適応 支援が不要 希に支援が必要 月に1回以上の支援が必要 週に1回以上の支援が必要 ほぼ毎日（週5日以上の）支援が必要

こだわり 支援が不要 希に支援が必要 月に1回以上の支援が必要 週に1回以上の支援が必要 ほぼ毎日（週5日以上の）支援が必要

多動・行動停止 支援が不要 希に支援が必要 月に1回以上の支援が必要 週に1回以上の支援が必要 ほぼ毎日（週5日以上の）支援が必要

不安定な行動 支援が不要 希に支援が必要 月に1回以上の支援が必要 週に1回以上の支援が必要 ほぼ毎日（週5日以上の）支援が必要

自らを傷つける行為 支援が不要 希に支援が必要 月に1回以上の支援が必要 週に1回以上の支援が必要 ほぼ毎日（週5日以上の）支援が必要

他人を傷つける行為 支援が不要 希に支援が必要 月に1回以上の支援が必要 週に1回以上の支援が必要 ほぼ毎日（週5日以上の）支援が必要

不適切な行為 支援が不要 希に支援が必要 月に1回以上の支援が必要 週に1回以上の支援が必要 ほぼ毎日（週5日以上の）支援が必要

突発的な行動 支援が不要 希に支援が必要 月に1回以上の支援が必要 週に1回以上の支援が必要 ほぼ毎日（週5日以上の）支援が必要

過食・反すう等 支援が不要 希に支援が必要 月に1回以上の支援が必要 週に1回以上の支援が必要 ほぼ毎日（週5日以上の）支援が必要

多飲水・過飲水 支援が不要 希に支援が必要 月に1回以上の支援が必要 週に1回以上の支援が必要 ほぼ毎日（週5日以上の）支援が必要

反復的行動 支援が不要 希に支援が必要 月に1回以上の支援が必要 週に1回以上の支援が必要 ほぼ毎日（週5日以上の）支援が必要

感覚過敏・感覚鈍麻 ない ある

そう鬱状態 支援が不要 希に支援が必要 月に1回以上の支援が必要 週に1回以上の支援が必要 ほぼ毎日（週5日以上の）支援が必要

対人面の不安緊張 支援が不要 希に支援が必要 月に1回以上の支援が必要 週に1回以上の支援が必要 ほぼ毎日（週5日以上の）支援が必要

意欲が乏しい 支援が不要 希に支援が必要 月に1回以上の支援が必要 週に1回以上の支援が必要 ほぼ毎日（週5日以上の）支援が必要

話しがまとまらない 支援が不要 希に支援が必要 月に1回以上の支援が必要 週に1回以上の支援が必要 ほぼ毎日（週5日以上の）支援が必要

集中力が続かない 支援が不要 希に支援が必要 月に1回以上の支援が必要 週に1回以上の支援が必要 ほぼ毎日（週5日以上の）支援が必要

自己の過大評価 支援が不要 希に支援が必要 月に1回以上の支援が必要 週に1回以上の支援が必要 ほぼ毎日（週5日以上の）支援が必要

　　　　　年　　　　　月　　　　　日　氏名                          様　　

行
動
上
の
障
害

（
Ｃ
群

）

個別支援計画　別表

応
用
日
常
生
活
動
作

認
知
機
能

行
動
上
の
障
害

（
Ａ
群

）

行
動
上
の
障
害

（
Ｂ
群

）
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（３）名古屋市総合リハビリテーションセンター 

 視覚障害者を対象として利用者されている「アセスメントシート」について掲載する。 

現在の生活状況や困りごとについて、主に日常生活動作・社会生活動作・社会参加の３つ

の柱で構成されるチェックリストを基に、「できる・できない」と「満足度」の２つの尺度

で利用者に聞き取りを行う。利用開始時に使用し、取り組むべき課題の設定を行っている。 
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アセスメント票 日にち：

氏名： 担当者：

本人 （家族）

単独での可否 満足度 満足度 補足・支援者コメント

自宅など良く知っている場所での屋内の移動 可・一部可・不可 満足・やや満足・やや不満・不満 満足・やや満足・やや不満・不満

屋外での良く知っている場所での移動 可・一部可・不可 満足・やや満足・やや不満・不満 満足・やや満足・やや不満・不満

初めての場所・不慣れな場所の移動 可・一部可・不可 満足・やや満足・やや不満・不満 満足・やや満足・やや不満・不満

階段やエスカレーターの利用 可・一部可・不可 満足・やや満足・やや不満・不満 満足・やや満足・やや不満・不満

交差点横断や信号判断 可・一部可・不可 満足・やや満足・やや不満・不満 満足・やや満足・やや不満・不満

交通機関の利用 可・一部可・不可 満足・やや満足・やや不満・不満 満足・やや満足・やや不満・不満

混雑した場所の移動 可・一部可・不可 満足・やや満足・やや不満・不満 満足・やや満足・やや不満・不満

夜間の移動 可・一部可・不可 満足・やや満足・やや不満・不満 満足・やや満足・やや不満・不満

新聞、雑誌、書籍 可・一部可・不可 満足・やや満足・やや不満・不満 満足・やや満足・やや不満・不満

ホームページ 可・一部可・不可 満足・やや満足・やや不満・不満 満足・やや満足・やや不満・不満

書類（通帳、請求書、役所の通知など） 可・一部可・不可 満足・やや満足・やや不満・不満 満足・やや満足・やや不満・不満

値札、薬袋、メニューなど 可・一部可・不可 満足・やや満足・やや不満・不満 満足・やや満足・やや不満・不満

テレビ 可・一部可・不可 満足・やや満足・やや不満・不満 満足・やや満足・やや不満・不満

バスの行先表示や地下鉄の案内板など 可・一部可・不可 満足・やや満足・やや不満・不満 満足・やや満足・やや不満・不満

メモをとる 可・一部可・不可 満足・やや満足・やや不満・不満 満足・やや満足・やや不満・不満

手紙やメールを書く 可・一部可・不可 満足・やや満足・やや不満・不満 満足・やや満足・やや不満・不満

署名をする 可・一部可・不可 満足・やや満足・やや不満・不満 満足・やや満足・やや不満・不満

整容（髭剃り、爪切り、化粧等） 可・一部可・不可 満足・やや満足・やや不満・不満 満足・やや満足・やや不満・不満

衣類の選択・管理 可・一部可・不可 満足・やや満足・やや不満・不満 満足・やや満足・やや不満・不満

料理 可・一部可・不可 満足・やや満足・やや不満・不満 満足・やや満足・やや不満・不満

掃除 可・一部可・不可 満足・やや満足・やや不満・不満 満足・やや満足・やや不満・不満

食事動作 可・一部可・不可 満足・やや満足・やや不満・不満 満足・やや満足・やや不満・不満

お茶入れ 可・一部可・不可 満足・やや満足・やや不満・不満 満足・やや満足・やや不満・不満

薬の弁別・管理 可・一部可・不可 満足・やや満足・やや不満・不満 満足・やや満足・やや不満・不満

家電やリモコンの操作 可・一部可・不可 満足・やや満足・やや不満・不満 満足・やや満足・やや不満・不満

物の区別、整理、管理 可・一部可・不可 満足・やや満足・やや不満・不満 満足・やや満足・やや不満・不満

貨幣の弁別や管理 可・一部可・不可 満足・やや満足・やや不満・不満 満足・やや満足・やや不満・不満

時間の把握 可・一部可・不可 満足・やや満足・やや不満・不満 満足・やや満足・やや不満・不満

買い物 可・一部可・不可 満足・やや満足・やや不満・不満 満足・やや満足・やや不満・不満

電話 可・一部可・不可 満足・やや満足・やや不満・不満 満足・やや満足・やや不満・不満

金融機関の利用 可・一部可・不可 満足・やや満足・やや不満・不満 満足・やや満足・やや不満・不満

趣味・余暇活動を楽しむ 可・一部可・不可 満足・やや満足・やや不満・不満 満足・やや満足・やや不満・不満

スポーツを楽しむ 可・一部可・不可 満足・やや満足・やや不満・不満 満足・やや満足・やや不満・不満

就労 可・一部可・不可 満足・やや満足・やや不満・不満 満足・やや満足・やや不満・不満

学習手段 可・一部可・不可 満足・やや満足・やや不満・不満 満足・やや満足・やや不満・不満

育児 可・一部可・不可 満足・やや満足・やや不満・不満 満足・やや満足・やや不満・不満

介護 可・一部可・不可 満足・やや満足・やや不満・不満 満足・やや満足・やや不満・不満

他の視覚障害の方との交流の場・機会がある 可・一部可・不可 満足・やや満足・やや不満・不満 満足・やや満足・やや不満・不満

移動

読み書き

家事・日
常動作

社会行動

コミュニ
ケーショ
ン・社会

参加
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（４）国立障害者リハビリテーションセンター 

 

評価指標名 日常生活活動評価表 

評価する内容 身体機能、認知機能、社会生活力 

評価する時期 利用開始後、３～８週間以内 

評価する職員 生活支援員 

評価を行う対象 原則利用者全員 

評価指標の活用方法 
・事業所内での職員間の情報共有 

・利用者の課題（ニーズ）を把握するため 
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検
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平
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日
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Ⅰ
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康
管
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0

0

Ａ
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康
0

0

1
服

薬
管
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を
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る
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0

2
食

事
管
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を
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る
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3
怪
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を
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0
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0
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持
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を
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る
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0
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2
こ
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Ｃ
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0
0

2
洗

髪
を

す
る

0
0

3
浴

室
を

利
用

す
る

0
0

4
身

体
を

拭
く

0
0

5
清

潔
な

身
体

を
保

つ
0

0

Ｄ
整

容
0

0

1
手

を
洗

う
0

0

2
洗

顔
を

す
る

0
0

3
髪

を
と

か
す

0
0

4
歯

磨
き

す
る

0
0

5
ひ

げ
を

剃
る

0
0

6
化

粧
を

す
る

0
0

7
爪

を
切

る
0

0

8
耳

の
ケ

ア
ー

を
す

る
0

0

9
鼻

を
か

む
0

0

1
0

口
を

拭
く

0
0

Ｅ
更

衣
0

0

1
衣

服
を

着
脱

す
る

0
0

2
状

況
に

合
わ

せ
た

衣
服

の
選

択
や

お
し

ゃ
れ

を
す

る
0

0

3
衣

服
の

汚
れ

へ
の

配
慮

と
対

応
を

す
る

0
0

評
価

項
目

可
摘

要
目 標
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Ⅲ
日

常
生

活
関

連
動

作
に

関
す

る
領

域
0

0

Ａ
調

理
0

0

1
お

茶
を

準
備

す
る

0
0

2
炊

飯
を

す
る

0
0

3
調

理
補

助
を

す
る

0
0

4
簡

単
な

副
食

を
準

備
す

る
0

0

5
調

理
主

担
当

者
と

し
て

食
事

（
副

食
）
を

準
備

す
る

0
0

6
食

材
を

管
理

す
る

0
0

7
後

か
た

づ
け

を
す

る
0

0

8
衛

生
管

理
を

す
る

0
0

Ｂ
洗

濯
0

0

1
洗

濯
を

す
る

0
0

2
洗

濯
物

を
乾

か
す

0
0

3
洗

濯
物

を
取

り
込

む
0

0

Ｃ
衣

類
管

理
0

0

1
衣

類
を

収
納

す
る

0
0

2
簡

単
な

縫
い

物
や

衣
類

を
補

修
す

る
0

0

3
ア

イ
ロ

ン
を

使
用

す
る

0
0

4
ク

リ
ー

ニ
ン

グ
を

利
用

す
る

0
0

Ｄ
寝

具
の

管
理

･収
納

0
0

1
ベ

ッ
ト

や
布

団
で

寝
る

準
備

を
す

る
0

0

2
シ

ー
ツ

や
カ

バ
ー

を
交

換
す

る
0

0

3
布

団
や

マ
ッ

ト
の

衛
生

管
理

を
す

る
0

0

Ｅ
掃

除
0

0

1
掃

除
を

す
る

0
0

2
ゴ

ミ
を

処
理

す
る

0
0

Ｆ
書

類
整

理
0

0

1
書

類
等

を
整

理
・
整

頓
・
保

管
す

る
0

0

Ｇ
金

銭
管

理
・
買

物
0

0

1
金

銭
弁

別
・
受

け
渡

し
を

す
る

0
0

2
金

銭
等

を
保

管
す

る
0

0

3
家

計
を

管
理

す
る

0
0

4
金

融
機

関
を

利
用

す
る

0
0

5
日

用
品

を
購

入
す

る
0

0

Ｈ
ハ

ウ
ス

マ
ネ

ー
ジ

メ
ン

ト
0

0

1
家

電
器

具
を

使
用

す
る

0
0

2
冷

暖
房

器
具

を
利

用
す

る
0

0

3
風

呂
を

沸
か

す
0

0
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Ⅳ
移

動
に

関
す

る
領

域
0

0

Ａ
屋

内
移

動
0

0

1
室

内
（
自

宅
等

）
の

レ
イ

ア
ウ

ト
を

理
解

し
、

移
動

す
る

0
0

2
屋

内
（
自

宅
等

）
で

衝
突

を
防

ぎ
な

が
ら

、
移

動
す

る
0

0

Ｂ
屋

外
移

動
0

0

1
昼

間
の

既
知

の
目

的
地

へ
移

動
す

る
0

0

2
昼

間
の

未
知

の
目

的
地

へ
移

動
す

る
0

0

3
夜

間
の

既
知

の
目

的
地

へ
移

動
す

る
0

0

4
夜

間
の

未
知

の
目

的
地

へ
移

動
す

る
0

0

5
移

動
介

助
を

受
け

る
0

0

6
援

助
依

頼
を

す
る

0
0

Ｃ
公

共
交

通
機

関
の

利
用

0
0

1
電

車
や

地
下

鉄
を

利
用

す
る

0
0

2
バ

ス
を

利
用

す
る

0
0

3
タ

ク
シ

ー
を

利
用

す
る

0
0

Ⅴ
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

ス
キ

ル
に

関
す

る
領

域
0

0

Ａ
音

声
言

語
に

よ
る

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
0

0

1
言

語
に

よ
る

指
示

を
理

解
す

る
0

0

2
言

語
に

よ
る

質
問

を
す

る
0

0

3
見

聞
き

し
た

こ
と

を
述

べ
る

0
0

4
伝

言
を

伝
え

る
0

0

5
他

者
の

話
を

聞
き

、
自

分
の

意
見

を
述

べ
る

0
0

6
場

面
や

相
手

に
合

っ
た

言
葉

遣
い

を
す

る
0

0

Ｂ
読

字
に

よ
る

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
0

0

1
文

字
で

の
簡

単
な

指
示

を
理

解
す

る
0

0

2
簡

単
な

漢
字

を
含

む
文

章
の

意
味

を
理

解
す

る
0

0

3
新

聞
や

本
を

読
む

0
0

4
簡

単
な

絵
や

図
の

意
味

を
理

解
す

る
0

0

Ｃ
書

字
に

よ
る

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
0

0

1
自

分
の

氏
名

や
住

所
を

書
く

0
0

2
日

常
的

に
使

用
す

る
漢

字
を

用
い

た
文

章
を

書
く

0
0

3
メ

モ
を

利
用

す
る

0
0

4
は

が
き

、
手

紙
、

日
記

等
の

簡
単

な
文

書
を

つ
く
る

0
0

5
簡

単
な

絵
や

図
を

描
く

0
0

6
各

種
用

紙
へ

記
入

す
る

0
0

Ｄ
情

報
機

器
の

使
用

0
0

1
必

要
と

す
る

情
報

を
収

集
す

る
0

0

2
メ

ー
ル

を
利

用
す

る
0

0

3
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

を
利

用
す

る
0

0

4
辞

書
を

利
用

す
る

0
0

5
電

話
を

利
用

す
る

0
0
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大

項
目

中
項

目
小

項
目

操
作

的
定

義
Ⅰ

健
康

管
理

に
関

す
る

領
域

Ａ
健

康

1
服

薬
管

理
を

す
る

薬
を

指
定

さ
れ

た
時

間
、

回
数

、
量

に
従

い
服

薬
す

る
。

必
要

に
応

じ
て

薬
を

仕
分

け
す

る
。

薬
が

な
く
な

る
時

期
が

分
か

り
、

薬
が

な
く
な

る
前

に
投

薬
を

受
け

る
手

だ
て

を
取

っ
て

い
る

。
自

身
で

通
院

等
し

な
く
て

も
よ

い
。

2
食

事
管

理
を

す
る

食
事

制
限

が
あ

り
、

必
要

な
食

事
の

量
や

回
数

ま
た

カ
ロ

リ
ー

や
塩

分
制

限
等

も
含

め
理

解
し

、
適

切
な

食
事

を
摂

る
。

必
要

な
食

事
を

準
備

す
る

。
（
自

分
で

作
ら

な
く
と

も
よ

い
）。

3
怪

我
の

処
置

を
す

る
怪

我
を

し
た

場
合

に
、

洗
浄

、
消

毒
、

止
血

等
適

切
に

処
置

す
る

。
4

生
理

の
対

処
を

す
る

生
理

用
品

を
適

切
に

使
用

し
、

衛
生

的
に

処
理

す
る

。

5
健

康
の

維
持

・増
進

の
た

め
に

自
己

管
理

を
す

る
健

康
管

理
上

必
要

な
医

師
等

か
ら

の
指

示
事

項
（例

え
ば

定
期

受
診

、
血

圧
、

体
重

等
の

定
期

測
定

等
）を

指
示

ど
お

り
に

行
う

。
障

害
に

起
因

す
る

健
康

管
理

（例
え

ば
脊

髄
損

傷
者

の
泌

尿
器

、
褥

創
等

に
係

る
自

己
管

理
の

範
囲

の
事

項
）を

含
む

。
服

薬
、

食
事

管
理

を
除

く
。

6
皮

膚
の

衛
生

管
理

を
す

る
全

身
の

皮
膚

の
傷

（褥
創

を
含

む
）
、

肌
荒

れ
、

あ
か

ぎ
れ

等
が

な
い

。
あ

っ
て

も
、

処
置

す
る

。
Ⅱ

身
辺

処
理

に
関

す
る

領
域

Ａ
食

事
1

食
事

用
具

を
使

用
す

る
摂

取
用

具
（
箸

、
フ

ォ
ー

ク
、

ス
プ

ー
ン

、
ナ

イ
フ

等
）を

食
品

や
身

体
機

能
に

合
わ

せ
て

使
用

す
る

。
食

べ
や

す
い

大
き

さ
、

形
に

す
る

。

2
こ

ぼ
さ

ず
に

食
事

を
す

る
衣

服
や

テ
ー

ブ
ル

、
床

等
に

食
品

を
こ

ぼ
さ

ず
摂

取
す

る
。

こ
ぼ

さ
な

い
よ

う
な

配
慮

や
こ

ぼ
し

て
い

な
い

か
の

確
認

を
す

る
。

こ
ぼ

し
た

場
合

の
対

処
と

し
て

自
分

で
拭

き
取

る
。

あ
る

い
は

自
分

で
困

難
な

場
合

は
他

者
に

依
頼

す
る

。

3
物

を
倒

す
・
落

と
す

こ
と

へ
の

配
慮

と
対

応
を

す
る

物
を

倒
し

た
り

、
落

と
し

た
り

し
な

い
よ

う
に

配
慮

す
る

。
倒

し
た

り
、

こ
ぼ

し
た

場
合

の
対

処
と

し
て

自
分

で
拭

き
取

る
。

あ
る

い
は

自
分

で
困

難
な

場
合

は
他

者
に

依
頼

す
る

。

4
調

味
料

を
使

用
す

る
醤

油
、

ソ
ー

ス
、

カ
ラ

シ
、

わ
さ

び
、

胡
椒

等
を

食
卓

に
て

使
用

す
る

。
調

味
料

を
適

量
必

要
な

部
分

に
つ

け
る

。
汚

し
た

り
こ

ぼ
し

た
り

し
な

い
。

あ
る

い
は

、
汚

し
た

り
こ

ぼ
し

た
こ

と
に

気
が

つ
き

適
切

に
処

理
す

る
。

Ｂ
排

泄

1
ト

イ
レ

を
使

用
す

る
一

般
的

な
ト

イ
レ

の
形

状
や

状
況

を
理

解
し

、
ト

イ
レ

を
汚

さ
ず

に
利

用
す

る
。

あ
る

い
は

、
汚

し
た

こ
と

に
気

づ
き

対
処

す
る

。
手

洗
い

等
の

衛
生

管
理

も
す

る
。

2
失

禁
等

へ
の

対
応

を
す

る
失

禁
等

の
際

、
着

が
え

を
す

る
等

衛
生

を
保

ち
、

汚
れ

た
衣

類
等

を
適

切
に

処
理

す
る

。
Ｃ

入
浴

1
身

体
を

洗
う

全
身

の
汚

れ
を

洗
い

落
す

。
石

鹸
等

を
適

量
使

用
し

、
十

分
に

洗
い

流
す

。
用

具
（
タ

オ
ル

等
の

石
鹸

分
が

十
分

す
す

げ
る

。
洗

面
器

等
の

す
す

ぎ
等

）
を

洗
浄

す
る

。
共

同
利

用
の

場
合

は
、

他
者

へ
配

慮
す

る
。

2
洗

髪
を

す
る

頭
髪

全
体

の
汚

れ
を

洗
い

落
す

。
シ

ャ
ン

プ
ー

等
を

適
量

使
用

し
、

十
分

に
洗

い
流

す
。

共
同

利
用

の
場

合
は

、
他

者
へ

配
慮

す
る

。
3

浴
室

を
利

用
す

る
汚

れ
や

石
鹸

等
を

落
と

し
、

浴
槽

に
入

る
。

共
同

利
用

の
場

合
は

、
他

者
へ

配
慮

す
る

。

4
身

体
を

拭
く

タ
オ

ル
等

を
利

用
し

、
全

身
の

水
分

を
着

衣
に

支
障

の
な

い
状

態
に

拭
き

取
る

。
体

か
ら

水
が

滴
る

よ
う

な
状

態
で

脱
衣

所
内

や
室

内
を

移
動

し
な

い
。

共
同

利
用

の
場

合
は

、
他

者
へ

配
慮

す
る

。

5
清

潔
な

身
体

を
保

つ
清

潔
な

身
体

を
保

つ
た

め
に

定
期

的
に

入
浴

す
る

。
お

お
よ

そ
毎

日
又

は
１

日
お

き
程

度
の

間
隔

で
あ

る
。

特
に

汚
れ

た
り

、
夏

季
に

汗
を

か
い

た
時

に
は

、
入

浴
や

シ
ャ

ワ
ー

で
対

応
す

る
。

入
浴

後
適

切
な

下
着

等
に

着
が

え
を

す
る

。
Ｄ

整
容

1
手

を
洗

う
手

指
全

体
を

清
潔

に
洗

う
。

手
指

の
水

分
を

拭
き

取
る

。
石

鹸
等

を
使

用
す

る
場

合
は

、
ま

ん
べ

ん
な

く
つ

け
、

泡
立

て
て

か
ら

残
さ

ず
洗

い
流

す
。

外
出

等
か

ら
戻

っ
た

際
や

食
前

等
に

手
を

洗
う

必
要

が
あ

る
状

況
を

理
解

す
る

。
着

衣
に

石
鹸

等
を

付
け

た
り

、
濡

ら
し

た
り

し
な

い
よ

う
に

配
慮

す
る

。
洗

面
台

等
周

辺
へ

の
著

し
い

水
は

ね
が

な
い

。

2
洗

顔
を

す
る

顔
全

体
を

清
潔

に
洗

う
。

洗
顔

石
鹸

等
を

使
用

す
る

場
合

は
、

泡
立

て
て

、
ま

ん
べ

ん
な

く
つ

け
、

十
分

に
洗

い
流

し
、

汚
れ

が
残

ら
な

い
。

着
衣

に
石

鹸
等

を
付

け
た

り
、

濡
ら

し
た

り
し

な
い

よ
う

に
配

慮
す

る
。

洗
面

台
等

周
辺

へ
の

著
し

い
水

は
ね

が
な

い
。

3
髪

を
と

か
す

一
般

社
会

通
念

上
見

苦
し

く
な

い
頭

髪
で

あ
る

。
清

潔
感

が
あ

り
、

フ
ケ

等
へ

対
処

す
る

。
4

歯
磨

き
す

る
歯

磨
き

後
、

歯
に

食
べ

物
の

か
す

等
が

つ
い

て
い

な
い

。
口

の
周

り
に

歯
磨

き
粉

が
残

っ
て

い
な

い
。

毎
食

後
ま

た
は

朝
晩

定
期

的
に

磨
く
。

5
ひ

げ
を

剃
る

外
見

上
そ

り
残

し
の

な
い

状
態

に
髭

を
剃

る
。

ひ
げ

剃
り

用
具

の
安

全
な

使
用

と
衛

生
管

理
を

す
る

。
フ

ォ
ー

ム
を

使
用

す
る

場
合

は
、

必
要

な
箇

所
に

塗
り

、
洗

い
流

し
、

拭
き

取
る

。
髭

が
伸

び
て

い
な

い
。

髭
を

伸
ば

し
て

い
る

場
合

は
、

髭
を

整
え

る
。

6
化

粧
を

す
る

む
だ

毛
を

処
理

し
、

基
礎

化
粧

品
で

肌
を

整
え

る
。

ま
た

、
必

要
に

応
じ

て
フ

ァ
ン

デ
ー

シ
ョ

ン
、

ア
イ

メ
ー

ク
、

口
紅

等
を

適
切

に
使

用
す

る
。

7
爪

を
切

る
一

般
社

会
通

念
上

、
行

為
に

支
障

な
い

状
態

に
爪

を
維

持
す

る
。

上
下

肢
の

全
指

の
爪

を
一

定
の

長
さ

に
整

え
る

。
深

爪
を

せ
ず

に
、

切
っ

た
先

端
が

な
め

ら
か

で
あ

る
。

8
耳

の
ケ

ア
ー

を
す

る
適

切
な

用
具

を
使

い
耳

掃
除

を
す

る
。

外
耳

及
び

耳
介

の
汚

れ
が

な
い

。
外

耳
が

傷
つ

い
て

い
な

い
。

9
鼻

を
か

む
テ

ィ
ッ

シ
ュ

ペ
ー

パ
ー

等
を

使
い

、
鼻

水
が

で
た

ら
鼻

を
か

み
、

鼻
の

周
囲

が
き

れ
い

で
あ

る
。

鼻
毛

を
処

理
す

る
。

1
0

口
を

拭
く

食
事

の
後

の
口

ま
わ

り
の

汚
れ

に
注

意
を

払
い

、
テ

ィ
ッ

シ
ュ

ペ
ー

パ
ー

や
ハ

ン
カ

チ
等

で
き

れ
い

に
拭

き
取

る
。

よ
だ

れ
が

あ
る

場
合

、
出

た
ら

拭
き

取
る

。
た

ら
し

た
ま

ま
に

し
な

い
。

Ｅ
更

衣
1

衣
服

を
着

脱
す

る
下

着
、

ネ
ク

タ
イ

、
靴

下
を

含
む

全
て

の
衣

服
を

着
脱

し
た

際
、

表
裏

、
組

み
合

わ
せ

等
の

間
違

い
が

な
い

。

2
状

況
に

合
わ

せ
た

衣
服

の
選

択
や

お
し

ゃ
れ

を
す

る
季

節
、

天
候

、
気

温
、

場
所

等
の

環
境

に
適

し
た

服
装

を
選

択
す

る
。

外
出

の
際

等
、

環
境

や
場

面
の

変
化

を
予

想
し

準
備

す
る

。
自

分
の

好
み

に
合

っ
た

ア
ク

セ
サ

リ
ー

や
洋

服
等

を
身

に
つ

け
、

お
し

ゃ
れ

を
楽

し
む

。
3

衣
服

の
汚

れ
へ

の
配

慮
と

対
応

を
す

る
衣

服
の

汚
れ

を
確

認
し

、
清

潔
な

服
装

を
保

つ
。

衣
服

を
汚

さ
な

い
配

慮
や

汚
れ

た
場

合
、

拭
き

取
っ

た
り

、
定

期
的

に
着

替
え

る
。
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Ⅲ

日
常

生
活

関
連

動
作

に
関

す
る

領
域

Ａ
調

理

1
お

茶
を

準
備

す
る

お
湯

を
沸

か
す

。
お

茶
の

葉
（コ

ー
ヒ

ー
の

粉
）
や

お
湯

を
こ

ぼ
さ

ず
に

適
量

入
れ

、
湯

飲
み

（
カ

ッ
プ

）
に

こ
ぼ

さ
ず

に
注

ぐ
（イ

ン
ス

タ
ン

ト
で

も
よ

い
）
。

2
炊

飯
を

す
る

米
を

こ
ぼ

さ
ず

に
、

適
切

に
研

ぐ
。

計
量

し
た

米
の

量
に

合
わ

せ
て

水
を

計
量

す
る

。
炊

飯
器

に
セ

ッ
ト

す
る

。
3

調
理

補
助

を
す

る
指

示
を

さ
れ

た
範

囲
で

の
調

理
の

下
ご

し
ら

え
や

準
備

を
見

守
り

な
く
行

う
。

調
理

主
担

当
者

と
共

に
調

理
の

補
助

を
す

る
。

4
簡

単
な

副
食

を
準

備
す

る
１

日
１

食
程

度
の

簡
単

な
調

理
（
自

分
の

分
の

み
）
を

す
る

。
（食

事
の

主
た

る
準

備
は

、
家

族
等

が
対

応
す

る
。

冷
凍

、
レ

ト
ル

ト
、

イ
ン

ス
タ

ン
ト

食
品

を
利

用
し

て
も

よ
い

。
）

5
調

理
主

担
当

者
と

し
て

食
事

（
副

食
）
を

準
備

す
る

生
活

に
必

要
な

全
て

の
食

事
（
主

に
副

食
の

調
理

）の
調

理
を

す
る

。
家

族
等

に
対

し
食

事
の

準
備

を
す

る
役

割
が

あ
る

場
合

に
は

、
必

要
な

人
数

に
対

す
る

食
事

の
準

備
を

す
る

。

6
食

材
を

管
理

す
る

食
料

品
で

足
り

な
い

も
の

が
何

か
知

る
。

古
く
な

っ
た

食
品

を
廃

棄
す

る
。

食
品

の
性

質
や

保
存

期
間

に
応

じ
、

適
切

な
保

存
方

法
（
場

所
、

温
度

、
容

器
、

包
装

等
）を

選
択

し
貯

蔵
す

る
。

7
後

か
た

づ
け

を
す

る
適

量
の

洗
剤

等
を

使
用

し
、

調
理

及
び

食
事

に
使

用
し

た
器

具
、

食
器

等
の

汚
れ

を
洗

い
流

し
、

水
分

を
取

り
、

所
定

の
場

所
に

収
納

す
る

。
シ

ン
ク

周
辺

の
水

は
ね

を
拭

き
取

る
。

特
別

の
事

情
が

な
い

限
り

、
当

日
中

に
行

い
、

た
め

な
い

。
ま

た
、

食
卓

、
台

所
の

清
掃

を
す

る
。

ゴ
ミ

を
区

別
し

、
処

理
す

る
。

8
衛

生
管

理
を

す
る

台
所

の
衛

生
的

環
境

を
維

持
す

る
。

布
巾

、
ま

な
板

、
シ

ン
ク

内
、

冷
蔵

庫
内

、
調

味
料

入
れ

、
油

等
を

衛
生

的
に

管
理

す
る

。
Ｂ

洗
濯

1
洗

濯
を

す
る

定
期

的
に

洗
濯

を
す

る
。

着
る

も
の

が
な

く
な

ら
な

い
程

度
で

あ
る

。
洗

剤
等

を
適

量
使

用
す

る
。

洗
濯

物
の

製
品

特
性

（
色

落
ち

へ
の

配
慮

、
繊

維
の

特
性

）
に

合
わ

せ
た

洗
濯

を
す

る
。

汚
れ

の
ひ

ど
い

も
の

は
予

備
洗

い
す

る
。

洗
濯

物
を

洗
濯

漕
か

ら
残

さ
ず

取
り

、
洗

濯
物

を
紛

失
し

な
い

工
夫

を
す

る
。

2
洗

濯
物

を
乾

か
す

洗
濯

し
た

も
の

を
干

す
、

あ
る

い
は

乾
燥

機
を

使
っ

て
乾

か
す

。
洗

濯
物

を
種

類
に

応
じ

て
区

別
し

干
す

、
あ

る
い

は
乾

か
す

。
干

し
方

は
、

気
候

に
配

慮
し

、
床

に
落

ち
な

い
よ

う
な

工
夫

を
す

る
。

3
洗

濯
物

を
取

り
込

む
乾

燥
し

た
衣

類
を

取
り

込
む

。
取

り
込

み
忘

れ
が

な
い

。
洗

濯
物

を
引

き
ず

っ
た

り
し

て
、

汚
さ

な
い

。
対

の
も

の
を

バ
ラ

バ
ラ

に
し

な
い

。
必

要
に

応
じ

て
洗

濯
物

を
整

理
す

る
（
種

類
別

や
着

用
者

別
に

分
け

て
畳

み
、

一
定

の
場

所
に

入
れ

て
お

く
等

）。
Ｃ

衣
類

管
理

1
衣

類
を

収
納

す
る

衣
類

を
部

屋
の

中
に

散
ら

か
し

た
り

、
干

し
た

ま
ま

に
せ

ず
、

収
納

場
所

に
使

い
や

す
く
収

納
す

る
。

防
虫

管
理

が
必

要
な

衣
類

を
理

解
し

、
必

要
な

用
具

を
利

用
す

る
。

2
簡

単
な

縫
い

物
や

衣
類

を
補

修
す

る
簡

単
な

ボ
タ

ン
付

け
、

繕
い

物
等

を
す

る
。

糸
通

し
、

糸
の

始
末

、
生

地
の

色
と

糸
の

色
の

マ
ッ

チ
ン

グ
等

を
す

る
。

3
ア

イ
ロ

ン
を

使
用

す
る

生
地

の
質

に
あ

っ
た

温
度

設
定

を
し

、
ハ

ン
カ

チ
、

ズ
ボ

ン
、

シ
ャ

ツ
程

度
の

し
わ

を
取

り
、

折
り

目
を

つ
け

る
。

や
け

ど
、

衣
服

の
焦

げ
等

に
配

慮
す

る
。

4
ク

リ
ー

ニ
ン

グ
を

利
用

す
る

ク
リ

ー
ニ

ン
グ

の
利

用
が

適
当

な
衣

類
等

（
家

庭
に

お
け

る
洗

濯
で

は
対

応
で

き
な

い
、

あ
る

い
は

で
き

て
も

技
術

的
に

高
度

で
あ

っ
た

り
、

大
き

な
手

間
を

要
す

る
も

の
及

び
形

状
を

整
え

る
こ

と
が

難
し

い
等

）の
出

し
受

け
を

す
る

。
利

用
時

期
の

判
断

（
衣

替
え

時
期

、
使

用
頻

度
に

応
じ

た
時

期
）
を

す
る

。
何

も
か

も
全

て
ク

リ
ー

ニ
ン

グ
に

出
さ

な
い

。
Ｄ

寝
具

の
管

理
･収

納
1

ベ
ッ

ト
や

布
団

で
寝

る
準

備
を

す
る

寝
具

を
常

時
出

し
っ

ぱ
な

し
に

せ
ず

、
所

定
の

場
所

に
し

ま
う

。
ベ

ッ
ト

の
場

合
、

ベ
ッ

ド
上

の
寝

具
を

乱
雑

に
し

て
お

か
な

い
。

2
シ

ー
ツ

や
カ

バ
ー

を
交

換
す

る
シ

ー
ツ

、
枕

カ
バ

ー
を

交
換

す
る

。
２

週
間

に
１

回
程

度
は

交
換

す
る

。
3

布
団

や
マ

ッ
ト

の
衛

生
管

理
を

す
る

天
候

が
良

く
、

適
切

な
時

間
帯

に
週

１
回

程
度

は
寝

具
を

干
す

。
状

況
に

応
じ

て
乾

燥
機

で
も

よ
い

。
Ｅ

掃
除

1
掃

除
を

す
る

清
掃

場
所

の
状

況
に

適
し

た
用

具
を

使
い

掃
除

を
定

期
的

に
行

う
。

部
屋

、
ト

イ
レ

、
浴

室
等

の
清

掃
を

す
る

。
清

潔
な

状
況

を
継

続
的

に
維

持
す

る
。

床
面

、
窓

、
各

種
器

具
の

汚
れ

、
家

具
の

ほ
こ

り
等

の
除

去
を

す
る

。
用

具
を

始
末

（
雑

巾
を

洗
う

、
干

す
、

用
具

の
収

納
等

）
す

る
。

2
ゴ

ミ
を

処
理

す
る

必
要

な
ご

み
の

区
別

を
行

う
。

衛
生

的
に

保
管

し
、

定
期

的
に

衛
生

的
な

梱
包

を
行

っ
て

所
定

の
方

法
に

従
い

処
理

す
る

。
ゴ

ミ
の

回
収

ル
ー

ル
を

守
る

。
Ｆ

書
類

整
理

1
書

類
等

を
整

理
・
整

頓
・
保

管
す

る
証

書
、

領
収

書
、

保
証

書
等

の
書

類
を

無
造

作
に

散
ら

か
さ

な
い

。
一

定
の

場
所

に
し

ま
う

。
必

要
な

書
類

を
す

ぐ
に

取
り

出
す

。
Ｇ

金
銭

管
理

・買
物

1
金

銭
弁

別
・
受

け
渡

し
を

す
る

紙
幣

、
硬

貨
を

種
別

に
分

け
る

。
金

銭
を

勘
定

す
る

。
金

銭
を

受
け

渡
し

す
る

。
金

額
に

応
じ

た
支

払
い

や
受

け
渡

し
を

す
る

。
多

額
の

お
釣

り
が

で
な

い
よ

う
な

支
払

い
を

す
る

。

2
金

銭
等

を
保

管
す

る
金

銭
を

財
布

等
を

用
い

て
所

定
の

場
所

に
防

犯
を

考
慮

し
て

保
管

す
る

。
す

ぐ
に

必
要

と
し

な
い

多
額

の
現

金
は

金
融

機
関

に
保

管
す

る
。

乱
雑

に
現

金
を

部
屋

の
中

等
に

置
か

な
い

。
キ

ャ
ッ

シ
ュ

カ
ー

ド
、

ク
レ

ジ
ッ

ト
カ

ー
ド

類
、

印
鑑

、
通

帳
を

保
管

す
る

。

3
家

計
を

管
理

す
る

収
入

の
範

囲
内

で
必

要
な

支
出

項
目

を
理

解
す

る
。

お
金

の
配

分
や

収
入

に
応

じ
た

支
出

が
出

来
て

、
概

ね
収

支
バ

ラ
ン

ス
の

と
れ

た
家

計
管

理
を

す
る

。
無

駄
使

い
を

し
な

い
。

家
計

簿
や

小
遣

い
帳

を
必

ず
し

も
つ

け
て

く
て

も
よ

い
。

予
算

を
立

て
て

購
入

す
る

。

4
金

融
機

関
を

利
用

す
る

金
融

機
関

の
機

能
、

諸
手

続
を

理
解

し
、

活
用

す
る

。
預

貯
金

、
借

り
入

れ
、

公
共

料
金

引
き

落
と

し
、

両
替

、
キ

ャ
ッ

シ
ュ

カ
ー

ド
等

を
利

用
す

る
。

必
要

書
類

の
作

成
を

す
る

。
あ

る
い

は
適

切
な

依
頼

を
す

る
。

5
日

用
品

を
購

入
す

る
必

要
な

品
物

を
ど

の
よ

う
な

と
こ

ろ
が

取
り

扱
っ

て
い

る
か

知
っ

て
い

る
。

必
要

と
す

る
品

物
の

規
格

、
適

量
が

分
か

る
。

購
入

後
大

き
さ

が
合

わ
な

い
、

形
状

が
違

う
等

の
問

題
が

無
い

よ
う

に
購

入
す

る
。

買
い

忘
れ

や
、

余
分

な
物

、
あ

る
い

は
使

え
な

い
も

の
を

購
入

せ
ず

、
適

切
な

購
入

を
す

る
。

単
品

の
購

入
だ

け
で

な
く
、

何
か

を
し

よ
う

と
す

る
際

に
必

要
な

複
数

の
物

品
を

事
前

に
確

認
す

る
。

Ｈ
ハ

ウ
ス

マ
ネ

ー
ジ

メ
ン

ト
1

家
電

器
具

を
使

用
す

る
電

気
、

冷
蔵

庫
、

テ
レ

ビ
、

ラ
ジ

オ
、

Ｃ
Ｄ

（
テ

ー
プ

）
録

音
再

生
機

器
程

度
の

電
気

器
具

を
適

切
に

使
用

す
る

。
2

冷
暖

房
器

具
を

利
用

す
る

季
節

や
気

候
の

変
化

に
伴

い
冷

暖
房

器
具

を
準

備
す

る
。

操
作

す
る

。
収

納
す

る
。

管
理

す
る

。
3

風
呂

を
沸

か
す

風
呂

を
沸

か
す

。
消

し
忘

れ
や

空
だ

き
を

し
な

い
。
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Ⅳ
移

動
に

関
す

る
領

域
Ａ

屋
内

移
動

1
室

内
（
自

宅
等

）
の

レ
イ

ア
ウ

ト
を

理
解

し
、

移
動

す
る

メ
ン

タ
ル

マ
ッ

プ
を

描
き

、
移

動
に

伴
う

自
分

の
位

置
を

定
位

し
、

目
的

場
所

へ
の

方
向

が
分

か
る

。

2
屋

内
（
自

宅
等

）
で

衝
突

を
防

ぎ
な

が
ら

、
移

動
す

る
障

害
物

や
他

の
歩

行
者

と
の

接
触

、
衝

突
等

の
危

険
性

が
あ

る
状

況
の

判
断

を
行

う
。

衝
突

、
接

触
を

回
避

す
る

た
め

の
配

慮
（
一

時
停

止
、

防
御

姿
勢

等
）
及

び
回

避
行

動
を

と
る

。
Ｂ

屋
外

移
動

1
昼

間
の

既
知

の
目

的
地

へ
移

動
す

る
昼

間
時

に
障

害
物

や
車

、
歩

行
者

と
の

接
触

、
衝

突
、

転
倒

、
転

落
等

の
危

険
性

が
あ

る
状

況
の

判
断

を
行

う
。

そ
れ

ら
の

危
険

を
回

避
す

る
た

め
の

配
慮

（
一

時
停

止
、

防
御

姿
勢

、
援

助
依

頼
、

確
認

等
）
及

び
行

動
を

と
り

、
目

的
地

ま
で

移
動

す
る

。
床

屋
、

コ
ン

ビ
ニ

、
飲

食
店

等
の

目
的

地
。

2
昼

間
の

未
知

の
目

的
地

へ
移

動
す

る
昼

間
時

に
障

害
物

や
車

、
歩

行
者

と
の

接
触

、
衝

突
、

転
倒

、
転

落
等

の
危

険
性

が
あ

る
状

況
の

判
断

を
行

う
。

そ
れ

ら
の

危
険

を
回

避
す

る
た

め
の

配
慮

（
一

時
停

止
、

防
御

姿
勢

、
援

助
依

頼
、

確
認

等
）
及

び
行

動
を

と
り

、
目

的
地

ま
で

移
動

す
る

。

3
夜

間
の

既
知

の
目

的
地

へ
移

動
す

る
夜

間
時

に
障

害
物

や
車

、
歩

行
者

と
の

接
触

、
衝

突
、

転
倒

、
転

落
等

の
危

険
性

が
あ

る
状

況
の

判
断

を
行

う
。

そ
れ

ら
の

危
険

を
回

避
す

る
た

め
の

配
慮

（
一

時
停

止
、

防
御

姿
勢

、
援

助
依

頼
、

確
認

等
）
及

び
行

動
を

と
り

、
目

的
地

ま
で

移
動

す
る

。
床

屋
や

コ
ン

ビ
ニ

や
飲

食
店

等
の

目
的

地
。

4
夜

間
の

未
知

の
目

的
地

へ
移

動
す

る
夜

間
時

に
障

害
物

や
車

、
歩

行
者

と
の

接
触

、
衝

突
、

転
倒

、
転

落
等

の
危

険
性

が
あ

る
状

況
の

判
断

を
行

う
。

そ
れ

ら
の

危
険

を
回

避
す

る
た

め
の

配
慮

（
一

時
停

止
、

防
御

姿
勢

、
援

助
依

頼
、

確
認

等
）
及

び
行

動
を

と
り

、
目

的
地

ま
で

移
動

す
る

。
5

移
動

介
助

を
受

け
る

移
動

介
助

を
正

し
く
受

け
る

。
6

援
助

依
頼

を
す

る
他

者
に

対
し

て
必

要
な

援
助

を
依

頼
す

る
。

声
掛

け
や

必
要

な
依

頼
事

項
を

伝
え

、
判

断
を

す
る

。
Ｃ

公
共

交
通

機
関

の
利

用

1
電

車
や

地
下

鉄
を

利
用

す
る

電
車

や
地

下
鉄

を
利

用
す

る
。

駅
構

内
、

ホ
ー

ム
上

の
移

動
、

切
符

の
購

入
、

料
金

支
払

い
、

乗
降

に
関

わ
る

必
要

動
作

、
料

金
、

時
刻

、
経

路
確

認
を

す
る

。
2

バ
ス

を
利

用
す

る
バ

ス
を

利
用

す
る

。
停

留
所

の
移

動
、

切
符

の
購

入
、

料
金

支
払

い
、

乗
降

に
関

わ
る

必
要

動
作

、
料

金
、

時
刻

、
経

路
確

認
を

す
る

。
3

タ
ク

シ
ー

を
利

用
す

る
タ

ク
シ

ー
を

手
配

し
、

利
用

す
る

。
Ⅴ

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
ス

キ
ル

に
関

す
る

領
域

Ａ
音

声
言

語
に

よ
る

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
1

言
語

に
よ

る
指

示
を

理
解

す
る

言
語

に
よ

る
簡

単
な

指
示

を
理

解
す

る
。

2
言

語
に

よ
る

質
問

を
す

る
言

語
で

質
問

を
し

、
そ

れ
に

対
す

る
回

答
を

理
解

す
る

。

3
見

聞
き

し
た

こ
と

を
述

べ
る

他
者

や
Ｔ
Ｖ

、
ラ

ジ
オ

、
新

聞
、

雑
誌

、
本

等
か

ら
得

た
情

報
や

話
題

、
あ

る
い

は
自

分
で

見
た

も
の

に
つ

い
て

、
他

者
に

言
語

で
内

容
や

状
況

を
伝

え
る

。
4

伝
言

を
伝

え
る

言
語

に
よ

る
伝

言
を

理
解

し
、

伝
え

る
べ

き
相

手
に

言
語

で
そ

の
伝

言
を

伝
え

る
。

5
他

者
の

話
を

聞
き

、
自

分
の

意
見

を
述

べ
る

他
者

の
話

を
聞

き
、

自
分

の
考

え
、

意
見

等
を

適
切

に
述

べ
る

。
6

場
面

や
相

手
に

合
っ

た
言

葉
遣

い
を

す
る

会
話

等
に

お
い

て
、

状
況

や
相

手
に

合
っ

た
言

葉
遣

い
や

態
度

で
挨

拶
、

受
け

答
え

等
を

行
う

。
Ｂ

読
字

に
よ

る
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

1
文

字
で

の
簡

単
な

指
示

を
理

解
す

る
文

字
に

よ
る

簡
単

な
指

示
を

理
解

す
る

。
2

簡
単

な
漢

字
を

含
む

文
章

の
意

味
を

理
解

す
る

小
学

校
３

年
生

程
度

の
漢

字
を

含
む

文
章

を
読

ん
で

意
味

を
理

解
す

る
。

3
新

聞
や

本
を

読
む

本
を

読
み

、
内

容
を

理
解

す
る

。
本

の
種

類
は

問
わ

な
い

。
新

聞
を

読
み

、
内

容
を

理
解

す
る

。
記

事
の

分
野

は
問

わ
ず

、
興

味
の

あ
る

も
の

で
よ

い
。

4
簡

単
な

絵
や

図
の

意
味

を
理

解
す

る
特

定
の

場
所

や
も

の
の

形
状

等
の

簡
単

な
地

図
や

絵
及

び
非

常
口

、
ト

イ
レ

（
男

女
別

）
等

の
一

般
的

マ
ー

ク
を

見
て

、
意

味
を

理
解

す
る

。
Ｃ

書
字

に
よ

る
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

1
自

分
の

氏
名

や
住

所
を

書
く

自
分

の
氏

名
や

住
所

を
漢

字
で

書
く
。

2
日

常
的

に
使

用
す

る
漢

字
を

用
い

た
文

章
を

書
く

小
学

校
３

年
生

程
度

の
漢

字
を

含
む

文
章

を
書

く
。

3
メ

モ
を

利
用

す
る

メ
モ

を
取

り
、

活
用

す
る

。
4

は
が

き
、

手
紙

、
日

記
等

の
簡

単
な

文
書

を
つ

く
る

は
が

き
、

便
せ

ん
等

に
宛

名
や

用
件

を
書

き
、

切
手

を
貼

っ
て

投
函

す
る

。
日

記
、

作
文

等
簡

単
な

文
章

を
書

く
。

5
簡

単
な

絵
や

図
を

描
く

特
定

の
場

所
や

も
の

の
形

状
等

を
他

者
に

説
明

す
る

た
め

に
、

簡
単

な
地

図
や

絵
を

描
く
。

6
各

種
用

紙
へ

記
入

す
る

宅
急

便
、

履
歴

書
、

住
民

票
の

申
請

、
パ

ス
ポ

ー
ト

申
請

、
年

金
等

の
所

定
様

式
の

欄
を

理
解

し
記

入
す

る
。

Ｄ
情

報
機

器
の

使
用

1
必

要
と

す
る

情
報

を
収

集
す

る
必

要
と

す
る

情
報

を
収

集
す

る
手

段
を

選
択

し
、

活
用

す
る

。
情

報
の

レ
ベ

ル
は

本
人

が
満

足
す

る
レ

ベ
ル

で
よ

い
。

2
メ

ー
ル

を
利

用
す

る
メ

ー
ル

を
利

用
す

る
。

携
帯

電
話

、
パ

ソ
コ

ン
ど

ち
ら

で
も

よ
い

。
3

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
を

利
用

す
る

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
を

利
用

す
る

。
4

辞
書

を
利

用
す

る
国

語
、

漢
和

等
の

辞
典

を
利

用
す

る
。

情
報

雑
誌

を
利

用
す

る
。

5
電

話
を

利
用

す
る

電
話

機
等

を
使

っ
て

、
用

件
を

伝
え

た
り

、
対

応
を

す
る

。
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（５）アクティビティサポートセンターゆい 

評価指標名 アセスメントシート 

評価する内容 

身体機能・認知機能・社会生活力 

具体的には「わたし」の生活力のこと という項目で認定調査項目に

準じた 80 項目の中から該当項目を選択し、その下段に詳細を記入す

る方法をとっている 

評価する時期 
・利用開始後、６週間以内 

・その後は個別支援計画の見直し時に変化等があれば修正 

評価する職員 生活支援員（社会福祉士、精神保健福祉士・公認心理師） 

評価を行う対象 利用者全員 

評価指標の活用方法 

・利用者・親族に対して結果をフィードバック 

・事業所内での職員間の情報共有 

・地域の支援者（第三者）に対する情報共有 

 

運用については、サービス管理責任者が、作成した支援員の特性を

踏まえて読み解く必要がある。また、アセスメントシートの更新時期

を明確に定めていないため、更新頻度は職員に差がある。 
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フェルトニーズ
本⼈の主訴

利⽤者の状況
気になる情報

ノーマティブニーズ
⽀援者がひつようだと
思うニーズ

本⼈との確認
(特に意⾒を聞くべき⼈
を含む)

リアルニーズ
了解されたニーズ

〇ニーズのまとめ(100字程度)

〇「わたし」のストレングスマップ

「わたし」のこと(アセスメント補⾜)
 名前：           性別：  男・⼥   ⽣年⽉⽇：

〇ニーズ と 利⽤⽬的

環境のストレングス(外なるストレングス)

本⼈のストレングス(内なるストレングス)
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  〇「わたし」の⽣活⼒のこと

１．移動や動作等に関連する項⽬(12項⽬)
寝返り・起き上がり・座位保持・移乗・⽴ち上がり・両⾜での⽴位保持・⽚⾜での⽴位保持・歩
⾏・移動・⾐服の着脱・じょくそう・えん下

２．⾝の回りの世話や⽇常⽣活等に関連する項⽬(16項⽬)
⾷事・⼝腔清潔・⼊浴・排尿・排便・健康と栄養管理・薬の管理・⾦銭の管理・電話等の利⽤・⽇
常の意思決定・危険の認識・調理・掃除・洗濯・買い物・交通⼿段の利⽤

３．意思疎通等に関する項⽬(6項⽬)
視⼒・張⼒・コミュニケーション・説明の理解・読み書き・感覚過敏と感覚⿇痺

４．⾏動障害に関連する項⽬(34項⽬)
被害的や拒否的・作話・感情が不安定・昼夜逆転・暴⾔暴⾏・同じ話をする・⼤声や奇声を出す・
⽀援の拒否・徘徊・落ち着きがない・外出して戻れない・1⼈で出たがる・収集癖・物や⾐類を壊
す・不潔⾏為・異⾷⾏動・ひどい物忘れ・こだわり・多動や⾏動停⽌・不安定な⾏動・⾃らを傷つ
ける⾏為・他⼈を傷つける⾏為・不適切な⾏為・突発的な⾏動・過⾷や反すう等・そう鬱状態・反
復的⾏動・対⼈⾯の不安緊張・意欲が乏しい・話がとまらない・集中⼒が続かない・⾃⼰の過⼤評
価・集団への不適応・多飲⽔や過飲⽔

５．特別な医療に関連する項⽬(12項⽬)
点滴の管理・中⼼静脈栄養・透析・ストーマの処置・酸素療法・レスピレーター・気管切開の処
置・疼痛の看護・経管栄養・モニター測定・じょくそうの処置・カテーテル

その他
(         )(         )(         )
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○「わたし」の健康のこと ○今利⽤しているサービス等

「わたし」のこと(アセスメント別紙)

[診断名／気にかけてほしいことや配慮してほ
しいこと]

[医療機関]

[年⾦・保険・⼿当等]

[お⾦について ⽣活保護等]

[⼿帳等]

[福祉サービスや障害⽀援区分・介護度]

[その他]

[すまいのようす(訪問が必要な場合は必須)]
○「わたし」のこと
[みためやポイントなど]
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  ○「わたし」のこれまでの⽣活のこと

○「わたし」とまわりの⼈とのつながりについて ○「わたし」の家族等のこと
[エコマップ] [ジェノグラム]

[いつ]            [どんなことがあったか]
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５．考察 

自立訓練においては、障害の状況や利用者のニーズに応じた訓練を提供し効果を上げるため、訓

練目的の設定から、目的達成のための訓練の組み立てと訓練を実施できる職員の配置、そして訓練

の結果向上した能力や訓練目的の達成状況の評価までを適切に行うことが重要となる。 

このことを踏まえた上で、本章では先行調査及びヒアリング調査の結果から得られる考察を以下

のとおり示す。 

 

①利用者像に対応した訓練の実施 

調査対象の機能訓練事業所、生活訓練事業所のいずれにおいても受け入れている利用者像は多様

であった。主たる対象は身体障害、知的障害、精神障害としつつ、詳細な類型として、高次脳機能

障害者、頸椎損傷者、視覚障害者、聴覚障害者、発達障害者、長期入院者、引きこもり、軽中度の

知的障害があり児童養護施設等を出て若年で就労している者などが挙げられていた。 

これらの利用者に対し、各事業所では利用者像に応じた訓練を提供することで効果を上げている

ことがうかがえた。例えば、発達障害者を受け入れている生活訓練事業所では、心理職のノウハウ

を用いて発達障害者向けの専用プログラムと評価指標の開発を行っており、結果として、本人と支

援者の相互理解が進められたと挙げていた。また、主たる対象である頸椎損傷者向けにプログラム

を実施した機能訓練事業所では、同プログラムで介助量が減少したことから効果が上がっていると

見ており、今後検証を行う予定としていた。 

利用者像に応じた適切な訓練を実施する上では、上記例のように有資格専門職が持つノウハウが

必要となる場合がある。有資格専門職が支援チームに加わることにより、有効な支援の幅が広がる

と考えられる。 

以上を踏まえると、機能訓練、生活訓練に共通して、受け入れる利用者像に応じて適切な訓練方

法や評価指標を選択することが、効果的な訓練の実施に向けて重要であると考えられる。どのよう

な利用者に対して、どのような訓練が有効であるかという点は本調査で把握に至らなかったため、

利用者像に適した効果的な訓練の方法について検証していくことは今後の課題である。 

また、効果的な訓練を行うためには、同時に訓練を行うための知識や経験を備えた職員の育成も

重要となると考えられる。そうした職員の育成が現在十分に行われているか、また今後どう行われ

るべきかはあわせて検討される必要がある。 

 

②評価指標の活用状況と個別支援計画への反映状況 

調査対象の機能訓練事業所の殆どでは、理学療法と作業療法を中心とした運動・認知に関する多

数の評価指標によりアセスメントが実施されており、その結果と本人の希望を踏まえた上で、個別

支援計画を基に訓練が進められていることが確認された。利用されている評価指標の多くは、一部

は先行調査においても挙げられていたとおり、当該分野では知られているものであった。一方、機
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能訓練の中でも社会生活面に関する評価指標は、後述する生活訓練事業所と同様に少なくなってい

た。 

生活訓練事業所では、公設の事業所は評価指標を複数活用しているものの、民設民営の事業所で

は利用されている評価指標は少なく、特定の評価指標を用いていないとする事業所もあることが明

らかとなった。評価指標が多数存在し、適用する利用者像が整理されていると考えられる機能訓練

と異なり、生活訓練においては今後評価指標を適用する利用者像の整理が必要となると考えられる。 

生活訓練で評価指標の利用が少ない原因の一つは、本人の自信向上や意思決定ができるようにな

ることが重要であると考えられているものの、そうした利用者の主観に関する部分を測定できる既

存指標がないためであることがヒアリングからはうかがえた。 

なお、特定の評価指標を用いていないとする事業所にあっても、面談等に基づいたアセスメント

や、アセスメントに基づいた目標設定は個別支援計画を作成、見直しする中で実施されており、当

該計画に沿って訓練が進められていることはヒアリングにおいて確認された。 

このことから、生活訓練における状態像や訓練効果の評価は、標準化された評価方法や数値管理

が必ずしも取り入れられているわけではないが、少なくとも生活支援員の作成する個別支援計画を

軸として訓練や評価が実施されているのが現状であると推測することができる。 

 

③評価指標導入によるメリット 

評価指標導入による効果として、利用者本人、事業所職員、退所後の地域の支援者、の三者が、

利用者の状態を理解しやすくなること、またそれにより効果的な支援ができることが挙げられてい

た。これらは、自立訓練の利用中から利用後にわたって、本人には大きなメリットであると言える

ことから、評価指標の導入が進んでいない自立訓練の領域においては、今後、導入が検討されるべ

きと考えられる。 

導入が進んでいない領域を検討する上では、既存の評価指標で埋め切れていない領域がどこか把

握するため、利用者像や利用者ニーズを分類・整理することが必要となると考えられる。 

本調査で見た ICF モデルの分類の観点では、機能訓練、生活訓練に共通して「活動」から「参加」

の範囲で評価指標の導入が十分でないものと想定される。今回調査で把握された機能訓練を中心と

する多くの評価指標は「心身機能・構造」の範囲に属しており、また機能訓練・生活訓練に共通し

て「活動」から「参加」に属する評価指標で確立されたものは見受けられず、各事業所が独自指標

として検討をしている点が見受けられたためである。 

 

④評価指標導入に際した考慮事項 

評価指標の導入に際した生活訓練事業所の課題として、有資格専門職が少なく、評価指標に関す

る知識が職員に不足しているため、評価指標の活用が難しいとする意見が挙げられていた。生活訓

練事業所には有資格専門職が必置でないことから、特に生活訓練で運用されるプログラムや評価指

標を開発、導入する上では、実際に利用する職員が持つ経験や知識のレベルを想定して進めること
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が必要と考えられる。また、評価指標の利用に時間がかかるため、定期的な実施が難しいという課

題も聞かれた。 

一方で、評価指標の目的は本人の状態像把握、訓練の効果や達成度合いの測定・評価を通じた訓

練の質の向上にあるため、この目的を達成するために必要な一定の専門性や評価時間は確保される

必要がある。簡易的な評価指標であることで効果の実証や評価につながりくい評価指標となった場

合には、むしろ事業所に使われなくなってしまう可能性がある。 

これらを踏まえると、導入される評価指標が有用かつ事業所に使われるものとするためには、評

価指標活用にあたって求められる専門性やかける時間と、実際に活用する事業所が持つ専門性や業

務量等のバランスを考慮することが重要である。 
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Ⅰ．事業所の概況について 

資料１ ヒアリングシート 

厚生労働省令和元年度障害者総合福祉推進事業 

「自立訓練における効果的な訓練の提供及び評価指標等に関する調査研究」 

ヒアリングシート 
 

＜運営法人・事業所の概況＞ 

法人名  

事業所名  

施設の開所時期 
西暦［      ］年 

［      ］月 
サービス類型 

１．機能訓練 

２．生活訓練（通所型） 

３．生活訓練（宿泊型） 

経営主体の種別 

１．国、のぞみの園、都道府県、市区町

村、広域連合、一部事務組合 

２．社会福祉法人 

３．財団・社団法人  

４．営利法人 

５．医療法人 

６．特定非営利活動法人（ＮＰＯ） 

７．独立行政法人（のぞみの園以外） 

８．その他の法人（農協、生協、学校法人

等） 

多機能型として
実施する他のサ
ービス 

１．生活介護 

２．就労移行支援 

３．就労継続支援Ａ型 

４．就労継続支援Ｂ型 

 
 
 

 
＜職種ごとの職員数（令和元年 10 月１日現在）＞ 

分類 常勤職員 
 

非常勤職員 
 

常勤換算人数 兼任職員 (内数) 兼任職員 (内数) 

管理者 人 人 人 人 
 

サービス管理責任者 人 人 人 人 
 

看護職員 人 人 人 人 .  人 

理学療法士 人 人 人 人 .  人 

作業療法士 人 人 人 人 .  人 

生活支援員 人 人 人 人 
 

地域移行支援員 人 人 人 人 
 

その他 人 人 人 人 
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 ＜生活支援員のうち、有資格職員数（令和元年 10 月１日現在）＞ 重複該当する場合はそれぞれに計上 

社会福祉士 介護福祉士 精神保健福祉士 
公認心理士又は 

臨床心理士 
言語聴覚士 

人 人 人 人 人 

 

 

＜報酬算定上取得している加算＞ 

1. 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) 

2. 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ) 

3. 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ) 

4. 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 

【機能訓練】 

5. リハビリテーション加算 

6．社会生活支援特別加算 

7. 就労移行支援体制加算(Ⅱ) 

【生活訓練】 

8．個別計画訓練支援加算 

9．短期滞在加算（Ⅰ）または（Ⅱ） 

10. 社会生活支援特別加算 

11. 就労移行支援体制加算 

【宿泊型生活訓練】 

12．日中支援加算 

13．通勤者生活支援加算 

14．地域移行加算 

15．地域生活移行個別支援特別加算 

16．精神障害者地域移行特別加算 

17. 強度行動障害者地域移行特別加算 

 
＜事業所が定める主な利用対象者＞ 

1. 身体障害者    2. 知的障害者     3. 精神障害者     4. 難病等 

5. 発達障害     6. 高次脳機能障害   7. その他（               ） 

 
＜定員及び利用者の状況＞ 

定員数 
（平成31年4月1日現在） 

人 
 利用者総数 

（令和元年10月１日現在の利用契約者数） 
人 

 

・障害種別ごとの利用者数（令和元年 10 月１日現在）重複して該当する場合はそれぞれに計上 

身体障害 知的障害 精神障害 難病等 発達障害 
高次脳機能 

障害 

人 人 人 人 人 人 

※「難病等対象者」「発達障害」「高次脳機能障害」については、障害者手帳の有無にかかわらず、過去の

診断結果等を参考にカウント。 
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＜直近の入退去者数＞ 

 
平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

新規入所者数計 人 人 人 

 うち機能訓練 人 人 人 

 うち生活訓練 人 人 人 

 うち宿泊型自立訓練 人 人 人 

退所者数計 人 人 人 

 うち機能訓練 人 人 人 

 うち生活訓練 人 人 人 

 うち宿泊型自立訓練 人 人 人 
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Ⅱ．取組（訓練）内容について 
 

 

 

１．訓練の実施体制（職員配置、職員の経験など） 

 

 

２．職員に対する教育の実施状況（研修等） 

 

 

３．訓練の内容（プログラム、・作業の内容、手法） 
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４．利用者の状態像の評価に使っているツール、手段 

 

 

５．訓練効果の測定・評価方法、頻度、使用しているツール 

 

 

６．訓練効果の測定・評価結果の支援計画への反映状況 
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７．訓練効果の測定・評価を実施することとした理由、動機 

 

 

８．（訓練効果の測定・評価を含めた）計画的な訓練の実施による効果、利用者の変化等 

 

 

９．（訓練効果の測定・評価を含めた）計画的な訓練の実施に当たって感じる課題、難しさ 

 



81 

 

資料２ 検討会実施経過 

 

No.26 自立訓練における効果的な訓練の提供及び評価指標等に関する調査研究 
会議名 第 1 回検討委員会 
日時 2019 年 10 月 15 日（火曜日）16 時 00 分～18 時 00 分 
場所 TKP 大手町東京駅カンファレンスセンター カンファレンスルーム 22A  
出席者 ◇委員（五十音順、敬称略） 

有野 哲章     社会福祉法人蒼渓会 
飯島 弥生     茨城県リハビリテーション専門職協会 
奥野 英子     日本リハビリテーション連携科学学会 
鈴木 智敦     名古屋市総合リハビリテーションセンター 
立石 雅子     日本言語聴覚士協会 
吉永 勝訓【座長】 千葉リハビリテーションセンター 
（欠席：香山委員、菊地委員） 
 
◇オブザーバー 
秋山 仁    厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課 
吉野 智    厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 
 
◇事務局（PwC コンサルティング） 
東海林 崇、栗城 尚史、一二三 達哉 

アジェンダ 1. 自己紹介 
2. 事業概要の説明 
3. アンケート調査票案について 

配布資料 1. 議事次第 
2. 委員名簿 
3. 資料１  事業概要について 
4. 資料２  調査研究の考え方と設計について 
5. 追加資料 ヒアリングシート案 
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会議名 自立訓練（機能訓練・生活訓練）における効果的な訓練の提供及び 

評価指標等に関する調査研究第２回事業検討委員会 

日時 2020 年 2 月 10 日（月曜日）10 時 00 分～12 時 00 分 

場所 丸の内パークビルディング 21 階 会議室 Fuji Yamanashi 

（PwC コンサルティング合同会社内会議室） 

出席者 【委員】 五十音順 ◎は座長 

有野 哲章 社会福祉法人蒼渓会理事長 

飯島 弥生 茨城県リハビリテーション専門職協会地域包括ケア推進室 

室長補佐 

奥野 英子 日本リハビリテーション連携科学学会 

社会リハビリテーション研究会 顧問 

香山 明美 東北文化学園大学教授 

菊地 尚久 千葉リハビリテーションセンター副センター長 

鈴木 智敦 名古屋市総合リハビリテーションセンター自立支援局長 

立石 雅子 一般社団法人日本言語聴覚士協会副会長 

◎吉永 勝訓 千葉リハビリテーションセンターセンター長 

 

【オブザーバー】 

秋山 仁  厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課 

      自立支援振興室福祉用具専門官 

高橋 邦彦 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 

地域生活支援推進室室長補佐 

 

【事務局（PwC コンサルティング合同会社）】 

東海林 崇、栗城 尚史、一二三達哉 

アジェンダ 1. アンケート調査結果報告 

2. ヒアリング調査について 

3. 報告書の骨子について 

配布資料 1. 議事次第 

2. 委員名簿 

3. 第 2 回検討会（2/10）資料 
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